
一
四
世
紀
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
君
主
論

遵
ミ
遷
黛
ミ
§
隷
§
§
誌
の
例
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二

宮

文

子

【
要
約
】
　
「
君
主
鑑
扁
と
は
、
君
主
に
政
治
道
徳
上
の
教
訓
を
与
え
る
、
西
欧
世
界
に
お
け
る
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
見
ら
れ

る
同
様
の
性
格
を
持
つ
作
品
群
も
、
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
の
臣
的
は
、
一
四
世
紀
イ
ン
ド
の
デ
リ
ー
政
権
に
お
い
て
書
か
れ
た

君
主
鑑
作
品
で
あ
る
穿
ミ
罎
や
皆
§
ぎ
嵩
§
蔦
に
見
ら
れ
る
君
主
論
、
理
想
の
君
主
論
の
抽
出
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
理
想
の
慰
主
導
は
H
σ
口
鋤
甲
、
》
華
墨

の
完
全
人
間
論
な
ど
の
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
思
想
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
統
治
と
信
仰
と
い
う
正
反
対
の
行
動
を
両
立
で
き
る
君
主
は
聖
者
の
最
高
位

で
あ
る
ゆ
暮
げ
の
位
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
理
想
の
君
主
像
の
こ
の
よ
う
な
特
微
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
ス
ー
フ
ィ
ー
・
シ
ャ
イ
フ
の
祉
会
的

影
響
力
の
強
さ
を
窺
わ
せ
る
と
同
時
に
、
鱈
主
が
世
俗
と
宗
教
の
双
方
の
権
力
者
と
し
て
権
威
を
高
め
ら
れ
て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
と
雷
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
五
巻
二
号
　
二
〇
〇
二
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
①

「
君
主
鑑
」
と
は
、

元
々
は
西
欧
世
界
に
お
い
て
見
ら
れ
た
、
君
主
に
対
す
る
政
治
道
徳
上
の
教
訓
を
主
な
内
容
と
す
る
文
学
の
一
ジ
ャ
ン

ル
に
付
け
ら
れ
た
名
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
諸
語
で
書
か
れ
た
類
似
の
性
格
を
持
つ
作
品
群
も
、
後
世
の
研
究
者
達
に
よ
っ
て
「
君
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

鑑
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
君
主
制
の
主
要
な
論
点
は
実
践
的
な
統
治
術
の
指
南
と
い
う
政
治
的
な
側
面
と
、
君
主
の
道
徳
、
あ
る
べ
き
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
説
く
君
主
個
人
の
徳
性
論
と
い
う
二
つ
に
分
か
れ
る
。
ま
た
、
西
欧
世
界
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
双
方
に
お
い
て
、
君
主
鑑
は
従
来
に
な
か
っ
た
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政
治
上
の
問
題
の
出
現
、
支
配
階
級
の
道
徳
的
堕
落
な
ど
、
現
実
の
政
治
状
況
の
動
揺
や
腐
敗
に
対
す
る
対
抗
手
段
、
批
判
と
し
て
書
か
れ
る

こ
と
も
多
く
、
そ
の
内
容
も
君
主
鑑
本
来
の
要
素
と
い
え
る
君
主
の
美
徳
や
悪
徳
、
君
主
の
統
治
の
あ
り
方
等
の
君
主
論
の
み
に
留
ま
ら
ず
、

王
権
の
正
当
性
に
関
す
る
議
論
や
、
さ
ら
に
は
、
君
主
制
だ
け
で
は
な
い
様
々
な
政
治
形
態
の
優
劣
に
つ
い
て
論
じ
た
政
体
論
ま
で
含
ま
れ
る

こ
と
も
あ
る
。

　
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
君
主
鑑
は
、
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
勢
力
の
領
土
拡
大
に
よ
る
様
々
な
統
治
上
の
問
題
の
発
生
に
伴
い
書
か
れ

始
め
た
と
い
う
経
緯
を
持
ち
、
実
践
的
な
統
治
術
の
指
南
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
統
治
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

織
に
関
す
る
研
究
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
カ
リ
フ
権
と
ス
ル
タ
ン
権
を
巡
る
聞
題
と
の
関
連
か
ら
、
君
主
鑑
文
学
に
現
れ
る
王
権
論
、

君
主
論
に
つ
い
て
も
比
較
的
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
利
用
の
方
法
は
、
君
主
鑑
作
品
を
主
に
実
践
的
な
統
治
術
の
指
南
と

い
う
側
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
が
多
く
、
君
主
個
人
の
徳
性
論
の
側
面
か
ら
君
主
鑑
文
学
を
取
り
上
げ
、
君
主
の
理
想
像
を
検
討
し
た
慨
究
は
比

　
　
　
　
⑤

較
的
少
な
い
。
法
学
書
や
君
主
鑑
を
用
い
、
中
世
の
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
政
治
思
想
を
研
究
し
た
ピ
日
日
σ
8
詳
に
よ
る
と
、
一
三
世
紀

以
降
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
源
流
と
す
る
「
哲
人
王
」
を
理
想
の
君
主
と
す
る
君
主
鑑
作
品
が
生
じ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
ビ
俗
気
葺
8
の
記
述

は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
政
治
思
想
に
与
え
た
影
響
に
関
心
が
偏
っ
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
受
容
し
て
独
自
の
思
弁
的
哲
学
を
発
達
さ
せ
、
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ス
ラ
ム
世
界
の
思
想
や
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
思
想
へ
の
視
点
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
～
四
世
紀
に
ト
ゥ
グ
ル
ク
朝
で
書
か
れ
た
君
主
鑑
建
ミ
罎
上
舵
§
隷
§
智
誌
の
君
主
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
分
析
し
て
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
君
主
論
、
君
主
の
理
想
像
の
一
例
を
提
示
す
る
こ
と
を
陰
的
と
す
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
ま
ず
最
初

に
寒
ミ
§
嘗
論
評
§
§
誌
に
先
行
す
る
君
主
鑑
作
品
を
大
ま
か
に
二
つ
の
系
統
に
整
理
し
、
そ
の
特
徴
を
、
統
治
術
の
指
南
、
君
主
の
徳
性

論
と
い
う
二
つ
の
論
点
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
そ
の
書
筐
ミ
窮
鳥
害
§
詠
§
§
誌
に
見
ら
れ
る
統
治
術
や
徳
性
論
、
ま
た
、
統
治
と
い
う
行
為

や
君
主
の
地
位
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
、
先
行
す
る
君
主
鑑
作
品
と
の
共
通
点
や
差
違
の
分
析
、
そ
れ
ら

の
議
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
思
想
と
の
関
連
性
な
ど
を
通
じ
て
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
一
四
世
紀
の
イ
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ン
ド
に
お
け
る
君
主
論
は
、
H
げ
ロ
ゆ
一
－
、
跨
田
訂
等
の
神
秘
主
義
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
世
俗
と
宗
教
の
両
方
の
権
威
を
併
せ
持
つ

と
い
う
君
主
像
が
イ
ン
ド
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
参
照
し
た
史
料
と
そ
の
略
号
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
〉
〉
”
｝
げ
O
鋤
ゲ
勺
p
侮
㌍
出
畔
§
－
帖
国
詠
腎
ミ
凶
卜
⊃
＜
o
｝
ω
二
Φ
些
悶
．
一
W
一
〇
〇
び
8
鋤
自
責
○
』
o
自
雰
P
一
〇
Q
刈
N
I
刈
メ

　
　
鯛
匹
倒
σ
”
国
鋤
犀
げ
「
高
と
郎
縣
山
び
び
マ
9
偉
げ
似
錘
犀
ω
ゲ
似
げ
”
郎
§
贈
霜
N
・
智
℃
，
魯
竃
額
無
N
－
摯
ミ
湿
ズ
Φ
餌
．
諺
■
ω
．
国
げ
≦
鯛
昌
ω
餌
現
H
9
↓
Φ
げ
同
ゆ
P
一
〇
①
刈
．

　
　
○
ζ
”
属
蕊
餌
ヨ
H
．
＞
H
q
α
メ
G
》
瓢
浮
ミ
，
§
心
細
ミ
”
Φ
9
竃
¢
＃
鋤
日
量
p
侮
ρ
鋤
N
芝
H
昌
押
6
Φ
げ
旨
鋤
P
H
り
一
ρ

　
　
∪
ゲ
鼠
”
．
》
胃
『
ω
げ
齢
倒
び
巴
－
U
団
閉
鎖
p
ヨ
p
島
回
p
酬
b
詠
亀
沖
鳶
ミ
琳
ミ
ー
§
ミ
心
咽
Φ
ゆ
ω
p
《
昌
昌
寓
鋤
ケ
営
⇔
侮
》
⇒
≦
買
押
白
話
ぴ
臣
N
｝
一
り
刈
ρ

　
　
司
聞
”
》
白
冒
掴
p
し
。
鋤
昌
ω
貯
」
押
建
建
無
㍊
駄
俺
㍗
寒
討
轟
一
）
Φ
同
ゲ
γ
一
Q
Q
①
9

　
　
喝
｝
　
O
蔓
餌
鉱
山
）
日
昌
b
d
帥
冨
昌
押
き
琳
瓢
罎
鋤
濤
，
§
浮
無
二
§
議
Φ
F
＞
｛
し
。
舞
ω
巴
瓦
白
閑
『
似
P
℃
Φ
ω
げ
鋤
毛
鋤
♪
蹴
り
刈
b
∂
．

　
　
囚
閏
昌
0
織
H
帥
憎
U
回
昌
鑓
β
＃
鋤
ヨ
ヨ
鋤
傷
ぴ
’
、
》
財
ぴ
．
門
p
ぴ
鋒
鋤
げ
似
暴
ミ
い
無
㍗
穿
神
葬
，
酬
じ
d
Φ
一
H
葺
讐
一
〇
①
①
．

　
　
竃
同
一
乞
a
白
9
磨
∪
回
昌
渕
似
銭
“
§
ぶ
織
駄
ミ
・
§
鋤
鼠
①
島
．
ζ
信
ヴ
p
ヨ
日
帥
山
〉
ヨ
H
⇒
切
一
頃
似
＃
が
日
Φ
げ
鑓
P
一
り
刈
F

　
　
瓢
ソ
臼
一
”
客
銀
b
o
”
餌
甲
○
ザ
鋤
N
毘
H
Ψ
〉
ず
南
忌
ミ
ミ
ー
§
ミ
か
Φ
匹
．
旨
巴
魁
巴
・
∪
回
p
国
雌
白
岡
、
洲
↓
Φ
げ
毒
P
司
り
Q
Q
c
◎
（
料
鹸
．
Φ
P
）
．

　
　
O
翼
”
囚
p
図
囚
餌
≦
q
。
。
｝
曾
贈
鶏
防
慈
ミ
斜
Φ
匹
．
○
げ
巳
餌
湾
＃
¢
ω
餌
《
謎
鴫
燭
ω
¢
肖
り
日
⑦
ゲ
同
鋤
戸
一
〇
①
①
．

　
　
幻
象
匙
似
け
“
♂
ミ
防
賊
§
昌
b
d
ミ
◎
袋
ミ
面
心
く
。
一
〇
。
こ
Φ
侮
．
O
．
U
①
坤
⑪
ヨ
Φ
醗
《
p
μ
匹
ゆ
・
国
．
ω
鋤
口
σ
q
a
口
Φ
鉾
館
勺
山
臣
ω
り
一
Q
o
刈
膳
一
一
〇
邸
①
（
H
Φ
℃
μ
H
匹
転
回
8
0
Φ
o
α
Q
R
Q
唱
げ
《

　
　
ω
Φ
嵩
の
μ
囲
刃
夙
P
ゆ
騨
｛
¢
嵩
P
膨
累
餌
｝
P
H
㊤
Φ
鼻
Y

　
　
ω
竃
2
景
臼
群
竃
巳
ぎ
恥
嘗
・
，
寧
寒
ミ
幕
含
嘗
§
憲
ミ
ミ
①
縣
』
暮
①
菖
∪
鋤
叫
犀
ρ
日
Φ
聞
貴
ご
刈
①
（
。
。
益
’
Φ
傷
．
Y

　
　
日
じ
d
”
〉
げ
Q
鋤
ゲ
閃
餌
色
b
ご
騨
団
び
Φ
ρ
回
》
寄
、
罫
趣
乱
b
ご
遷
趣
無
心
斜
Φ
P
O
7
帥
冨
回
鋤
β
傷
悶
ゆ
蜜
《
鯛
画
日
Φ
7
類
目
｝
H
り
O
①
．

　
　
月
冥
“
ζ
冒
7
a
ω
貯
a
㎏
自
N
智
づ
H
“
寄
ぴ
亀
心
ミ
淑
〉
ミ
魚
食
Φ
P
。
〉
σ
匹
巴
・
言
口
《
団
掴
p
ぴ
H
げ
酬
旨
く
○
『
」
図
9
ぴ
誇
り
一
Q
①
斜
．

　
　
日
閏
ω
”
匂
ぞ
餌
巴
－
U
H
ロ
ω
p
鑓
口
H
輝
寄
薄
ぴ
－
帖
事
，
惑
趣
旨
》
織
詠
“
Φ
臼
ω
鋤
《
《
一
山
》
ザ
ヨ
簿
匹
囚
『
岡
P
O
巳
。
煽
暮
要
点
G
Q
①
b
O
9

　
　
　
日
閃
ω
勲
ω
げ
鋤
ヨ
ω
ω
耽
鋭
、
》
蹄
b
§
、
，
簿
》
丸
審
謡
伊
南
勘
二
四
Φ
縣
．
≦
甲
州
団
讐
頓
自
ω
餌
団
ジ
○
巴
。
¢
陣
P
一
G
Q
G
Q
c
o
I
Φ
一
■
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①
ド
イ
ツ
語
で
は
国
馨
窪
ω
官
Φ
σ
Q
皿
、
英
語
で
は
巨
「
§
｛
。
突
。
な
身
。
霧
。
西

　
欧
に
お
け
る
下
主
鑑
に
つ
い
て
は
b
ミ
§
ミ
墜
駄
暮
恥
遠
ミ
馬
》
鷺
恥
堕
く
。
冒
。
。
り

　
客
Φ
≦
《
o
身
お
。
。
甲
O
、
甚
野
尚
志
「
初
期
ス
コ
ラ
学
期
の
「
君
主
鑑
扁
に
お
け

　
る
徳
と
政
治
扁
噸
国
家
…
理
念
と
制
度
隔
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九

　
八
九
、
八
七
…
一
一
二
頁
［
甚
野
］
を
参
照
し
た
。

②
た
だ
し
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
い
て
は
「
君
主
鑑
」
と
い
う
用
語
は
確
定
し
て

　
お
ら
ず
、
一
つ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
、
君
主
や
支
配
者
層
の
た
め
に
書
か
れ
、
彼
等
に
必
要
な

　
道
徳
や
、
統
治
に
際
し
て
必
要
な
心
構
え
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
独

　
心
し
た
作
品
、
ま
た
は
作
口
㎜
の
｝
部
を
君
主
鑑
と
定
義
し
て
お
く
。
註
③
参
照
。

　
な
お
、
本
稿
で
「
君
主
」
と
い
う
日
本
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
原
語
は
、
ω
巳
鼠
訂
、

　
日
巴
節
、
鉱
員
げ
鋒
、
冨
5
ヨ
等
数
種
類
あ
る
が
、
蕃
本
的
に
宗
教
的
権
威
を
持

　
た
な
い
世
俗
の
権
力
者
と
い
う
意
味
と
解
釈
し
、
特
に
訳
語
を
分
け
ず
、
必
要
が

　
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
の
み
元
の
語
を
転
写
す
る
。

③
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
い
て
は
、
前
者
の
論
点
は
法
学
の
手
引
き
書
な
ど
と
、
後

　
者
の
論
点
は
舞
江
謝
と
呼
ば
れ
る
道
徳
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
重
な
っ
て
い
る

　
　
［
肉
飼
”
瑠
掛
舞
茸
ヨ
三
欝
］
。

④
ア
ラ
ビ
ア
語
門
主
鑑
作
贔
に
つ
い
て
は
、
b
d
お
『
ざ
撃
墜
P
ミ
・
Q
ぎ
捜
ミ
勢

　
b
d
o
罫
駄
○
§
蕊
。
◎
』
》
、
迷
隷
鵯
㌧
甥
Φ
芝
因
需
F
｝
Φ
①
♪
H
巨
δ
ゆ
¢
9
｝
o
翻
、
U
四
響
o
o
倉

　
〉
’
麟
；
郎
O
o
§
織
ミ
織
竃
い
ミ
魯
駄
国
門
葉
q
§
蹴
聖
砧
貯
醤
窪
こ
6
麸
誉
、
℃
、
画
ミ
＄

　
》
o
ミ
導
鳴
め
謡
蹴
ミ
暮
馬
9
詠
O
§
き
q
弊
由
M
℃
7
．
U
■
象
。
っ
切
こ
φ
昌
ぞ
．
o
｛
い
。
ロ
住
。
戸

　
一
り
象
（
自
陰
げ
じ
、
田
。
誓
9
0
」
勲
民
§
§
き
、
9
逡
ミ
S
繕
譜
、
ミ
鷺
鳶
、
ミ
織
趣
融

　
き
§
葱
謎
§
愚
一
景
ト
び
Φ
首
臥
σ
q
」
㊤
ω
b
。
参
照
。
な
お
、
西
欧
中
世
に
お
け
る
君

　
主
鑑
は
、
基
本
的
に
当
時
の
知
識
階
級
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
聖
職
者
達
に
よ
っ
て

　
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
中
世
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
、
翼
主
に
キ
リ

　
ス
ト
教
的
な
理
念
に
基
づ
く
徳
に
つ
い
て
教
示
す
る
作
品
が
多
い
と
い
う
［
甚
野

　
“
c
Q
甲
Φ
O
］
。

⑤
霜
主
鑑
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
側
面
を
利
用
し
た
研
究
と
し
て
匿
磐
ω
器
さ
ρ
ダ

　
§
鳴
暫
な
芯
憩
鴇
ミ
黄
O
馬
櫛
げ
面
住
σ
Q
ρ
一
⑩
刈
G
Q
、
じ
餌
ヨ
げ
δ
戸
〉
「
圏
．
ψ
一
日
7
①
同
糞
①
7

　
旨
巴
ω
［
凌
。
ε
【
Φ
o
｛
汗
Φ
ω
鮎
」
β
ρ
国
軍
冨
「
P
§
鳴
Ω
凋
ミ
曽
試
曹
鎚
輌
聾
。
電
駄
辱
§
戯

　
く
。
一
．
9
0
Q
ヨ
鐸
乙
σ
q
P
一
り
O
O
。
、
政
治
思
想
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
ピ
餌
ヨ
げ
8
戸
〉
．

　
〆
ω
」
◎
9
ω
o
蕊
ε
象
簿
。
信
し
a
8
像
Φ
。
・
甲
恥
ミ
き
加
貯
ミ
凡
§
》
α
睾
ρ
一
㊤
0
ρ
づ
b
．

　
郎
？
蒔
。
。
曽
毛
．
這
0
ム
①
、
　
己
Φ
臼
↓
O
§
8
讐
ω
o
｛
〉
¢
爵
。
腎
団
冒
℃
⑦
誘
聾

　
国
♂
〈
Φ
暮
7
［
o
賭
繋
属
Φ
Φ
ロ
窪
O
Φ
鵠
ε
臥
Φ
ω
〉
■
U
こ
》
，
霜
麟
笛
ρ
一
り
O
Q
O
O
り
唱
や
り
O
匙
目
O
ω

　
［
U
蝉
ヨ
び
8
p
ち
G
◎
c
Q
］
、
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
著
・
福
島
康
夫
訳
『
中
世
イ
ス
ラ
ム

　
の
政
治
思
想
撫
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
（
冨
け
も
毎
．
一
り
①
卜
⊃
）
［
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー

　
ル
］
他
が
あ
る
。
君
主
鑑
に
見
え
る
道
徳
、
倫
理
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は

　
閃
。
自
0
7
曾
。
¢
「
曽
○
．
閏
■
”
§
ミ
船
楼
℃
弾
ユ
。
。
坤
一
⑩
Q
◎
①
、
い
国
露
鐸
o
P
｝
囚
．
ω
こ
』
霧
－

　
鼠
8
ぎ
昆
①
ζ
①
臼
Φ
く
巴
℃
①
H
ω
鼠
昌
↓
訂
。
蔓
o
h
円
冒
σ
q
ω
置
P
恥
ミ
ミ
霜
隠
貯
ミ
跨
鼻

　
①
N
一
Φ
爵
も
℃
．
り
一
山
一
〇
P
鋤
ヨ
げ
8
昌
一
り
①
謡
な
ど
。

⑥
い
磐
σ
8
⇒
が
、
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
期
以
降
の
ペ
ル
シ
ア
語
君
主
鑑
の
王
つ
の
系

　
統
と
し
て
い
る
の
は
、
巴
・
閃
餌
読
響
を
通
し
て
ギ
ー
3
シ
ア
哲
学
に
影
響
を
受
け
、

　
哲
人
王
を
理
想
の
君
主
像
と
す
る
系
統
、
ω
鼠
舞
ぴ
鋤
7
∪
冒
ω
鼻
落
毛
費
匹
目
（
阜

　
鴛
。
。
＼
一
一
⑩
｝
）
を
始
め
と
す
る
、
ス
…
フ
ィ
ズ
ム
を
介
し
て
哲
入
王
の
概
念
に
影

　
響
を
受
け
た
系
統
、
従
来
の
地
主
鑑
と
同
じ
系
統
（
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
鱈
主

　
観
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
作
品
群
を
指
す
？
）
で
あ
る
F
山
ヨ
鐸
o
p
一
⑩
①
卜
⊃
一

　
一
〇
G
。
］
。
び
餌
筥
び
8
昌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
客
霧
冒
恥
磨
U
冒
月
房
肖

　
（
に
O
夢
話
）
の
》
慧
生
心
－
艦
慈
魚
篭
、
匿
a
日
印
7
∪
賢
菊
縛
H
（
鐸
自
切
①
）
の
ミ
、
鷲
靴

　
匙
§
ミ
§
註
匙
さ
趣
§
§
ミ
ー
ミ
戴
蹴
、
　
掴
器
海
蜷
芝
似
、
貫
弘
誓
甑
跨
（
序

　
一
㎝
O
や
㎝
）
の
郎
ぎ
隷
心
丸
§
嘗
討
噛
を
挙
げ
て
い
る
［
ピ
帥
日
立
。
昌
一
り
①
呼
｝
O
Q
。
点
O
］
。

　
な
お
、
後
年
の
研
究
で
は
、
ピ
餌
ヨ
鐸
。
昌
の
哲
学
重
視
、
神
秘
主
義
思
想
軽
視
の

　
姿
勢
は
か
な
り
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
神
秘
主
義
思
想
と
理
想
の
慰
主
像
の
関
係
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に
つ
い
て
の
具
体
的
な
例
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
P
節
ヨ
ぴ
8
カ
月
㊤
。
。
。
。
】
。

⑦
津
ミ
§
－
鴇
§
隷
隷
§
猛
勇
の
、
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
い
て
書
か
れ

　
た
ペ
ル
シ
ア
語
君
主
鑑
を
取
り
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
≧
〈
陣
w
ω
．
ω
」
》
譜
§
§

　
臨
馬
出
隷
駄
O
o
竃
ミ
§
ら
魯
窯
Φ
謹
団
。
「
r
一
Φ
c
◎
ρ
ぎ
簿
。
島
¢
9
一
〇
づ
、
曲
芸
駄
ざ
℃
¢

　
⇔
駄
蔓
雪
餌
く
錠
δ
蔓
ぎ
冒
山
？
回
。
・
ず
日
ぎ
獅
づ
匙
如
臼
し
・
o
－
囲
。
。
貯
ヨ
8
Ω
＜
臨
一
鑓
に
o
P

ご
ド
一
9
一
り
刈
。
。
も
や
旨
甲
ω
O
な
ど
が
あ
る
が
、
ゆ
。
ω
≦
o
門
跨
も
指
摘
し
て
い
る

通
り
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
特
徴
的
な
思
想
の
概
説
に
留
ま
っ
て
お
り
、

そ
の
内
容
が
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
［
画
三
戸
ぶ
浮
象
蝉
γ

ヨ
三
算
］
。
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第
一
章
　
＝
1
一
四
世
紀
の
君
主
鑑
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
②
　
　
　
③

　
こ
の
章
で
は
、
O
累
、
ω
ζ
、
頃
竃
一
、
鋤
響
、
∪
げ
窯
等
、
～
四
世
紀
ま
で
に
ペ
ル
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
い
く
つ
か
の
君
主
鑑
作
品
を
用
い
て

ペ
ル
シ
ア
語
君
主
鑑
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
概
観
す
る
。

　
b
d
o
ω
≦
o
H
簿
の
指
摘
に
よ
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
君
主
鑑
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
イ
ス
ラ
ム
、
サ
サ
ン
朝
イ
ラ
ン
、
イ
ン
ド
、
ギ
リ

シ
ア
の
要
素
で
あ
り
、
特
に
前
者
二
つ
の
影
響
が
大
き
い
と
い
う
［
題
醤
切
昌
象
巴
自
巳
穿
］
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
ど
れ
に
重
き

が
置
か
れ
て
い
る
か
は
著
者
の
立
場
、
価
値
観
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
ラ
ン
系
統
の
要
素
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
は
イ

ラ
ン
系
の
書
記
や
官
僚
で
あ
り
、
ω
ζ
や
蝕
喜
の
作
者
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
。
一
方
、
ウ
ラ
マ
ー
や
、
茗
竃
一
、
U
げ
竃
の
作
者
で

あ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
等
は
イ
ス
ラ
ム
を
擁
護
す
る
立
場
に
た
ち
、
イ
ス
ラ
ム
の
価
値
観
に
従
っ
て
著
作
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、

こ
の
大
ま
か
な
グ
ル
ー
プ
分
け
に
沿
っ
て
ペ
ル
シ
ア
語
君
主
鑑
の
特
徴
を
記
述
し
て
い
き
た
い
。

㎜
一
一
　
実
践
的
な
統
治
術
の
揃
南

　
ω
ζ
に
お
い
て
、
君
主
は
様
々
な
家
臣
集
団
を
束
ね
る
要
で
あ
り
、
統
治
組
織
の
全
て
を
管
理
し
、
さ
ら
に
統
治
組
織
を
超
越
し
た
権
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

行
使
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
［
婁
び
8
昌
一
◎
。
。
。
。
…
O
①
］
。
こ
の
よ
う
な
君
主
の
存
在
は
、
「
君
主
は
世
界
の
家
長
（
冨
匹
写
手
崎
）
で
あ
り
、
臣
民

は
彼
の
家
族
で
あ
る
［
ω
ζ
篇
①
飼
羅
押
H
り
巳
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
家
（
ほ
世
界
、
国
家
）
や
家
族
（
闘
臣
民
）
の
こ
と
を
知
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り
、
彼
等
の
生
活
に
不
自
由
が
な
い
よ
う
、
ま
た
彼
等
の
中
で
不
平
等
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
気
を
配
る
の
が
、
家
長
（
目
君
主
）
の

役
割
な
の
で
あ
る
。

　
倒
餅
げ
は
、
そ
の
基
本
的
な
性
質
が
戦
争
に
関
し
て
の
指
南
書
で
あ
る
た
め
、
統
治
に
関
わ
る
記
述
は
比
較
的
少
な
い
。
た
だ
、
君
主
に
向

け
て
戦
争
に
関
す
る
指
南
書
が
書
か
れ
る
と
い
う
事
実
自
体
が
、
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
君
主
の
軍
指
揮
宮
と
し
て
の
役
割
の
重
要
性
を
示

し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
統
治
に
お
い
て
君
主
が
と
る
べ
き
具
体
的
な
行
動
と
し
て
は
、
飢
饅
が
起
こ
っ
た
際
に
国
庫
の
食
糧
を
放
出
す
る
こ

と
［
＆
群
隠
O
⑩
∴
O
］
、
街
道
の
安
全
を
確
保
し
経
済
の
繁
栄
を
図
る
こ
と
［
注
倒
げ
目
昌
、
征
服
地
に
お
け
る
徴
税
方
法
［
注
喜
溝
O
吋
山
O
］

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
署
認
一
や
U
げ
ζ
等
の
ス
ー
フ
ィ
ー
達
が
著
し
た
作
品
は
、
臣
下
の
人
選
や
取
り
締
ま
り
冒
ζ
囲
ω
叩
。
。
U
［
U
げ
ζ
』
一
国
N
O
？
£
、

道
路
の
安
全
確
保
や
リ
バ
ー
ト
や
モ
ス
ク
等
の
建
設
［
∪
げ
ζ
』
。
。
O
－
ω
］
、
異
教
徒
の
取
り
扱
い
［
∪
げ
竃
』
。
。
五
玉
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
が

見
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
宮
廷
や
軍
隊
な
ど
の
統
治
組
織
に
関
す
る
記
述
が
少
な
く
、
具
体
的
な
統
治
術
の
指
南
と
い
う
よ
り
は
統
治
に

お
け
る
行
動
指
針
の
提
示
と
い
っ
た
性
質
が
強
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
臣
民
の
立
場
に
立
っ
た
統
治
を
心
懸
け
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
つ

つ
も
、
シ
ャ
リ
ー
ア
に
反
し
て
ま
で
臣
民
の
機
嫌
を
取
る
こ
と
は
戒
め
ら
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
シ
ャ
リ
ー
ア
に
沿
っ
た
良
い
統
治
を
行
う

こ
と
が
理
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
臣
民
を
満
足
さ
せ
る
方
法
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
冒
ζ
ビ
㎝
O
幽
］
［
∪
げ
ζ
…
卜
⊃
窃
①
1
①
］
。

　
こ
の
内
容
の
差
違
を
生
ん
で
い
る
主
要
な
要
因
は
、
統
治
組
織
と
著
者
の
関
係
の
違
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
蜜
揖
岩
群
冨
巳
騨
や

閃
鋤
窪
鼠
鎮
蝿
号
げ
び
罵
は
官
僚
や
君
主
の
側
近
で
あ
り
、
統
治
組
織
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
君
主
と
は
主
従
関
係
に
あ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

っ
て
彼
ら
の
作
品
に
は
自
分
た
ち
の
所
属
す
る
統
治
組
織
に
関
し
て
の
記
述
が
旦
ハ
体
的
で
豊
富
で
あ
り
、
彼
ら
は
ま
た
、
自
ら
の
主
人
で
あ
る

君
主
に
謙
る
～
方
で
、
統
治
組
織
に
所
属
し
て
い
る
特
権
階
級
（
障
げ
似
し
。
。
。
勉
）
と
し
て
、
完
全
な
被
支
配
者
で
あ
る
庶
民
（
．
雪
§
）
と
自
分
達
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
間
に
明
確
な
線
を
引
い
て
い
る
。
一
方
、
翼
ζ
一
と
U
げ
窯
の
著
者
で
あ
る
巴
－
○
冨
宇
目
や
鋼
餌
日
簿
留
昌
は
、
君
主
の
統
治
組
織
と
は
あ
る

程
度
離
れ
た
立
場
に
あ
り
、
君
主
と
の
主
従
関
係
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
庶
民
に
直
接
関
わ
る
部
分
以
外
の
統
治
組
織
の
職
務
に
つ
い
て
は
知
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識
や
興
味
が
少
な
く
、
統
治
組
織
の
外
部
か
ら
、
君
主
個
人
、
ま
た
は
特
権
階
級
全
体
に
対
し
て
、

の
心
構
え
、
考
え
方
に
関
す
る
、
信
仰
上
の
道
徳
に
基
づ
い
た
教
訓
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

臣
民
に
対
す
る
接
し
方
や
統
治
に
際
し
て

80 （204）

一
－
二
　
君
主
個
人
の
徳
性
論

　
　
君
主
が
全
て
の
実
権
を
握
り
政
治
を
行
う
場
合
、
君
主
個
人
の
性
質
や
能
力
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
イ
ス
ラ
ム
君
主
鑑
に
お
い
て
は
、
君

主
が
自
ら
行
う
政
策
や
統
治
の
手
法
に
君
主
個
人
の
性
質
が
強
く
影
響
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
君
主
と
臣
下
の
性
質
は
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ

　
て
お
り
［
ω
寓
　
点
り
り
l
N
O
O
］
［
U
ゲ
鼠
…
一
δ
］
、
こ
の
面
か
ら
も
君
主
の
徳
性
の
重
要
性
が
説
か
れ
だ
。
さ
ら
に
極
端
な
考
え
方
と
し
て
、
瑚
績
げ

．
に
お
い
て
は
、
君
主
が
公
正
で
あ
り
、
正
し
い
意
図
（
p
曙
簿
）
を
持
っ
て
い
れ
ば
世
界
は
繁
栄
す
る
が
、
君
主
が
不
正
な
考
え
を
抱
い
た
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

そ
れ
だ
け
で
農
作
物
の
出
来
が
悪
く
な
り
、
世
界
が
荒
廃
し
て
し
ま
う
と
さ
れ
て
い
る
［
注
浮
…
黛
－
刈
巳
。

　
　
ω
ζ
に
お
い
て
、
君
主
が
持
つ
べ
き
徳
や
性
質
の
中
で
一
番
強
調
さ
れ
る
の
は
公
正
さ
（
．
ゆ
色
、
正
義
（
…
島
国
h
）
で
あ
る
。
公
正
さ
は
天
秤

　
に
喩
え
ら
れ
、
こ
の
徳
に
よ
っ
て
君
主
は
弱
者
を
救
い
、
社
会
に
は
び
こ
る
不
正
（
N
巳
臼
）
を
正
し
、
国
を
繁
栄
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
［
ω
寓
」
叩
己
。
公
正
さ
の
徳
に
関
し
て
は
、
そ
の
他
の
溜
主
鑑
も
一
様
に
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
冒
竃
一
一
区
よ
］

　
［
匙
鯛
何
○
。
O
山
］
［
U
げ
寓
』
恥
⑩
］
。

　
　
過
失
を
犯
し
た
も
の
に
対
す
る
忍
耐
（
超
げ
門
）
や
温
情
（
．
臥
≦
）
も
、
君
主
鑑
の
中
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
徳
の
一
つ
で
あ
る
［
◎
客
一
葦
よ
］

　
［
ω
寓
一
H
①
①
1
G
◎
］
。
蝕
蓼
は
、
怒
り
を
抑
え
、
罪
を
犯
し
た
も
の
を
赦
す
穏
和
さ
（
令
制
）
や
温
情
に
関
す
る
記
述
が
第
一
章
に
置
か
れ
て
お

り
冨
留
げ
』
？
ω
O
］
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
挿
話
数
も
非
常
に
多
い
。
そ
の
他
、
多
く
の
君
主
鑑
が
触
れ
て
い
る
徳
は
理
性
（
．
鋤
亀
で
あ
る
。

　
客
ζ
一
は
、
「
理
性
が
な
け
れ
ば
公
正
も
な
い
屠
《
『
ω
り
］
」
と
し
て
、
虐
げ
ら
れ
て
い
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
を
見
分
け
、
欲
望
や
怒
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
で
あ
る
理
性
を
公
正
さ
と
並
べ
て
重
要
視
し
て
い
る
。
U
げ
ζ
に
お
い
て
も
、
怒
り
や
欲
望
を
押
さ
え
る
理
性
や
忍

耐
の
必
要
が
一
章
を
費
や
し
て
説
か
れ
て
い
る
［
U
げ
竃
…
軍
8
綬
昏
。
］
。
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君
主
の
徳
性
論
に
関
し
て
は
、
何
を
良
き
性
質
、
君
主
の
良
き
統
治
の
た
め
に
必
要
な
性
質
と
し
て
強
調
す
る
か
が
、
著
者
の
価
値
観
に
大

き
く
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
良
き
統
治
の
た
め
に
必
須
と
考
え
ら
れ
て
い
た
公
正
さ
、
忍
耐
な
ど
を
除
け
ば
、
君
主
鑑
ご
と
に
や

や
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ば
ら
つ
き
に
は
や
は
り
、
著
者
の
立
場
の
違
い
に
よ
る
傾
向
の
差
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
そ
の
傾
向
の
差
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、
凶
日
ヨ
讐
と
い
う
徳
の
扱
い
で
あ
る
。
ぼ
日
日
讐
は
、
字
義
通
り
に
は
「
気
高
い
、
高
適

な
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
高
い
志
を
持
ち
そ
れ
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
君
主
鑑
に
見
ら
れ
る
挿
話
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

多
く
の
場
合
、
物
惜
し
み
せ
ず
、
自
ら
の
利
益
や
利
権
に
拘
泥
し
な
い
態
度
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
徳
は
、
寛
大
さ
（
し
。
鋳
訂
蓋
ρ
ω
勉
匪
曙
）
、

男
ら
し
さ
（
馨
昌
≦
塗
す
轟
§
母
色
な
ど
と
し
ば
し
ば
並
列
さ
れ
、
Q
o
ζ
や
O
切
で
は
、
高
貴
な
人
々
が
他
の
人
々
を
引
き
つ
け
て
お
く
た

め
に
必
須
の
徳
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
［
ρ
字
卜
⊃
ω
際
呂
［
ω
二
一
く
ρ
犠
マ
①
］
。
ω
竃
が
こ
の
徳
に
与
え
て
い
る
重
要
性
は
、
ω
ζ
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
モ
ー
セ
と
フ
ァ
ラ
オ
の
挿
話
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
挿
話
に
お
い
て
、
正
し
い
信
仰
を
持
た
ぬ
フ
ァ
ラ
オ
の
破
滅
を

モ
ー
セ
が
神
に
祈
っ
た
時
、
神
は
、
フ
ァ
ラ
オ
が
毎
日
多
く
の
人
間
に
食
を
振
る
舞
っ
て
い
る
間
は
彼
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
し
な
い
と
答
え
て
い

る
［
の
ζ
一
一
刈
一
l
N
］
。
つ
ま
り
、
君
主
が
人
々
に
気
前
よ
く
物
を
振
る
舞
う
こ
と
は
、
君
主
が
救
い
を
得
る
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ω
寓
で
は
、
「
異
教
の
時
代
で
も
イ
ス
ラ
ム
の
時
代
で
も
、
パ
ン
を
与
え
る
以
上
に
よ
い
性
質
は
な
い

［
ω
ζ
匹
刈
ω
］
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
署
ζ
一
や
∪
び
ζ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
高
貴
な
立
場
の
人
々
に
特
有
の
気
前
の
良
さ
に

関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
扱
い
も
さ
れ
て
い
な
い
。
U
げ
寓
に
は
、
サ
ダ
カ
や
ザ
カ
ー
ト
と
の
関
係
か
ら

吝
薔
（
げ
虚
パ
窯
）
を
戒
め
る
記
述
が
あ
り
［
∪
げ
重
め
O
］
、
吝
薔
と
対
立
す
る
性
質
と
し
て
寛
大
さ
に
触
れ
て
い
る
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
記
述

で
は
寛
大
さ
に
は
ω
ζ
ほ
ど
積
極
的
な
意
義
付
け
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
草
聖
の
対
立
概
念
と
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
［
U
げ
罫

ω
8
］
。

　
君
主
の
臣
民
に
対
す
る
態
度
や
生
活
の
様
式
に
対
す
る
考
え
方
に
も
、
作
者
の
立
場
に
よ
る
考
え
方
の
差
が
見
ら
れ
る
。
ω
ζ
は
、
「
君
主

と
そ
の
他
の
イ
ク
タ
i
所
有
者
や
人
々
と
の
違
い
は
命
令
発
布
に
あ
る
［
ω
ζ
　
り
呂
」
と
し
て
鴛
主
の
命
令
に
権
威
を
持
た
せ
る
こ
と
を
説
き
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［
ω
鼠
る
甲
P
一
一
。
。
］
、
鱈
主
の
威
厳
を
保
つ
た
め
、
宮
僚
や
軍
の
要
人
が
君
主
に
馴
れ
馴
れ
し
く
な
る
こ
と
を
防
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る
［
ω
鼠
…
憲
O
］
。
ま
た
、
外
国
の
使
節
な
ど
に
対
す
る
示
威
行
動
の
た
め
に
、
金
や
銀
で
作
ら
れ
た
豪
華
な
武
具
を
用
意
し
、
式
典
の
際
に

は
そ
れ
を
親
衛
隊
に
持
た
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
［
ω
ζ
旨
旨
⊃
堅
①
］
。
こ
の
よ
う
な
君
主
の
あ
り
方
は
、
ω
竃
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
書

か
れ
た
O
累
に
も
見
ら
れ
る
が
［
O
渚
N
O
N
邸
ω
ρ
卜
。
ω
N
器
。
。
］
、
以
上
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
ω
賭
や
◎
堵
で
は
、
君
主
が
統
治
を
行
う
際
に

は
、
自
ら
の
権
力
を
積
極
的
に
誇
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
臣
民
を
威
圧

し
、
強
制
力
で
服
従
さ
せ
よ
う
と
す
る
君
主
の
態
度
を
生
じ
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
一
方
、
属
ζ
一
や
U
げ
寓
に
お
い
て
は
、
君
主
の
武
力
や
処
罰
が
悪
人
を
取
り
締
ま
る
際
に
有
効
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に

君
主
が
そ
の
権
力
故
に
臣
民
に
威
圧
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
を
戒
め
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
て
い
る
。
雲
ζ
｝
で
は
君
主
は
臣
民
を
高
圧
的
に

扱
う
の
で
は
な
く
、
柔
和
な
態
度
を
と
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
お
り
冒
窓
ゴ
お
］
、
U
閏
《
は
高
慢
（
ぼ
げ
同
）
の
害
悪
と
謙
虚
さ
（
＄
轟
曾
、
）
の

必
要
性
に
つ
い
て
一
章
を
割
い
て
［
U
げ
ζ
一
＄
①
よ
器
］
、
地
位
や
財
産
、
従
者
の
多
さ
な
ど
を
誇
り
、
驕
っ
た
態
度
を
取
る
こ
と
を
強
く
戒

　
　
　
⑫

め
て
い
る
。
U
げ
ζ
に
お
け
る
謙
虚
さ
の
重
要
性
は
、
国
費
冒
巴
－
円
9
筈
巳
に
対
し
て
H
ぴ
p
H
ω
冨
ρ
が
語
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
「
高
位
の
中
で

の
汝
の
謙
虚
さ
と
カ
リ
フ
位
（
パ
ゲ
一
一
鯛
h
ゆ
け
）
は
、
汝
の
王
権
（
℃
践
珍
竪
H
）
よ
り
尊
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
日
げ
ζ
一
翼
一
－
N
］
。

ま
た
、
属
近
景
、
∪
げ
窓
と
も
君
主
は
贅
沢
を
せ
ず
質
素
に
暮
ら
す
べ
き
だ
と
記
述
し
て
い
る
買
《
H
一
僻
。
。
］
志
げ
ζ
一
ト
⊃
α
出
。
こ
れ
ら
の
著
作

に
は
、
ω
ζ
の
よ
う
な
威
圧
的
な
君
主
の
あ
り
方
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
前
節
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
君
主
が
臣
民
を
従
え
る
方
法
は
、

あ
く
ま
で
も
シ
ャ
リ
ー
ア
に
従
っ
た
統
治
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
臣
民
は
自
然
に
言
主
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
君
主
の
徳
性
論
に
関
し
て
も
、
全
て
の
君
主
鑑
に
共
通
す
る
公
正
さ
と
忍
耐
以
外
の
徳
性
に
つ
い
て
、
著
者
の
立
場
に
よ
り
、
大
き

く
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
差
違
は
、
あ
く
ま
で
も
イ
ス
ラ
ム
に
則
っ
た
道
徳
規
範
を
求
め
る
ス
ー
フ
ィ
ー
と
、
実
際

の
政
治
の
場
に
お
け
る
利
益
を
優
先
す
る
官
僚
や
支
配
階
級
に
属
す
る
人
々
と
の
価
値
観
の
違
い
に
原
因
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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①
閏
¢
羅
．
囲
が
校
訂
本
の
第
一
版
を
出
版
し
て
以
来
、
本
作
品
の
二
部
が
寧

　
○
げ
m
戸
田
の
真
作
で
あ
る
か
否
か
に
関
し
て
は
論
争
が
あ
り
、
未
だ
に
明
確
な
解

　
決
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
国
。
巳
眺
囲
は
、
校
訂
本
第
四
版
の
序
論
に
お
い
て
、
一

　
部
と
二
部
の
著
作
年
代
に
ず
れ
が
あ
り
、
二
部
は
一
部
を
補
う
形
で
Q
一
－
O
訂
愚
騨

　
も
し
く
は
他
の
人
物
が
執
筆
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
こ
の
問
題
の
解
決
を
図

　
っ
て
い
る
が
、
本
人
も
認
め
て
い
る
通
り
そ
れ
ら
は
金
て
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
本

　
稿
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
場
で
は
な
く
、
二
部
の
著
者
に
関
す
る
判
断
は

　
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
序
文
と
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、
序
文
で
作

　
品
内
容
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
項
は
一
部
で
完
結
し
て
い
る
と
判
断
し
、
一

　
部
と
二
部
は
独
立
し
た
二
つ
の
著
作
と
し
て
扱
い
、
著
者
の
確
定
し
て
い
る
一
部

　
を
主
要
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
以
降
、
一
部
を
署
ζ
一
、
二
部
を
螺
ζ
卜
Ω
と
記

　
述
す
る
。

②
　
本
作
品
は
＝
一
二
八
年
に
ム
ィ
ッ
ズ
ィ
ー
朝
の
ω
訂
ヨ
ω
寧
∪
冒
H
ぎ
§
尻
げ

　
（
「
．
団
ご
み
9
に
献
呈
さ
れ
た
［
践
群
二
幣
①
］
。
著
者
男
舞
訂
蒔
竃
包
移
玄
『

　
鼠
ぎ
理
節
録
冨
7
（
一
一
〇
刈
？
・
1
一
ト
⊃
O
Q
O
？
・
）
の
父
方
の
祖
父
は
ガ
ズ
ナ
朝
の
H
鐸
群
ぎ

　
ぴ
’
竃
器
。
詮
（
戸
一
〇
〇
甲
O
㊤
）
に
ハ
ー
ズ
ィ
ン
（
穿
欝
ぎ
）
と
し
て
仕
え
て
い
た
が

　
　
［
畿
餌
ぴ
旨
O
ω
よ
］
、
彼
自
身
が
何
ら
か
の
官
職
に
就
い
た
り
、
特
定
の
君
主
に
仕

　
え
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
作
品
は
全
三
四
章
で
あ
り
、
そ
の
八
割
以

　
上
が
陣
形
、
馬
や
武
器
の
特
徴
、
実
際
の
戦
闘
に
お
け
る
留
意
点
な
ど
の
戦
争
に

　
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
最
初
の
五
章
は
再
主
に
必
要
な
徳
や
君
主
が
行
う
べ

　
き
事
、
ワ
ジ
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

③
著
者
．
〉
冴
σ
．
ω
農
博
σ
㍗
U
ヨ
ロ
餌
ヨ
鋒
雪
囲
（
部
区
山
岡
）
は
．
》
莚
群
U
窒
♂

　
ω
一
陣
＆
呂
（
一
ト
⊃
①
一
一
同
ω
ω
①
）
の
系
統
に
属
す
る
ク
ブ
ラ
ウ
ィ
ー
派
の
ス
ー
フ
ィ
ー
。

　
本
作
品
は
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
ス
ル
タ
ン
、
O
蝿
3
群
U
ぎ
臣
巳
巴
に
献
呈
さ
れ
た
。

　
構
成
は
全
　
○
章
で
、
そ
の
内
容
は
君
主
や
支
配
職
に
あ
る
者
達
に
向
け
ら
れ
た
、

　
信
仰
生
活
に
必
要
な
事
項
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
政
治
に
関
す
る
教
訓
で
あ
る
。

④
冨
鼻
偉
業
と
い
う
単
語
は
、
ω
竃
内
に
お
い
て
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る

　
「
家
長
」
と
い
う
意
味
以
外
に
、
何
ら
か
の
役
職
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る

　
［
の
鼠
二
㊤
ρ
卜
。
届
冒
卜
∂
一
ρ
い
。
一
。
。
b
Φ
c
。
］
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
判
断
す
る
と
、

　
ζ
葵
蒸
留
は
グ
ラ
ー
ム
等
と
同
じ
く
君
主
の
家
内
集
団
に
属
し
、
物
資
の
出
納

　
等
に
関
わ
っ
て
い
た
役
職
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
単
語
が
役

　
職
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、
日
b
ご
や
○
ζ
、
鋭
瑚
ぴ
に
も
見
ら
れ
る
が
、

　
そ
の
地
位
や
職
能
に
つ
い
て
は
明
確
に
分
か
ら
な
い
［
明
叩
ゆ
ト
。
再
認
伊
α
刈
G
。
》

　
㎝
o
。
り
］
［
○
鼠
”
ω
刈
甲
①
①
］
冨
留
す
一
〇
〇
］
。
○
冨
の
用
例
は
、
ω
8
ξ
碧
餌
、
執
事
、

　
侍
従
と
訳
さ
れ
て
い
る
（
し
u
8
≦
⇒
P
膨
○
；
↓
冨
O
窪
p
同
報
宕
臥
田
。
｛

　
蜜
恥
ぎ
巨
－
一
．
舞
a
＝
ω
餌
ヨ
蝉
β
国
巳
計
§
免
§
寝
§
ミ
点
き
Q
群
籍
霜
N
出
品
ミ
ら
い
。
ミ
ー

　
童
一
Q
。
O
り
も
P
刈
①
9
Q
。
＝
、
カ
イ
・
カ
ー
ウ
ー
ス
、
ニ
ザ
ー
ミ
ー
著
。
黒
柳
恒
夫

　
訳
噸
ペ
ル
シ
ア
逸
話
集
隔
平
凡
社
、
　
一
九
六
九
、
二
四
二
、
二
八
二
頁
）
。

⑤
い
磐
審
理
は
、
ω
ζ
に
見
ら
れ
る
統
治
組
織
に
関
す
る
記
述
が
具
体
的
で
詳

　
細
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ω
窯
は
君
主
国
と
言
う
よ
り
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
と
し

　
て
い
る
（
U
餌
ヨ
げ
8
P
＞
9
函
．
ω
」
↓
7
①
望
ぴ
§
ヨ
p
o
h
Ω
o
く
Φ
津
田
。
導
ぎ
H
ω
『
ヨ
。

　
勺
‘
。
鼠
p
辱
§
曽
昏
。
b
。
甲
一
り
。
。
♪
℃
唱
．
綬
よ
e
。

⑥
践
竪
で
は
、
商
人
な
ど
の
卑
し
い
出
自
の
も
の
を
書
記
と
し
て
雇
う
こ
と
や
、

　
彼
等
の
子
息
に
書
記
の
技
を
教
え
る
こ
と
が
戒
め
ら
れ
て
い
る
碑
留
げ
二
鎗
よ
］
。

⑦
こ
の
考
え
方
を
表
す
挿
話
と
し
て
、
あ
る
村
に
立
ち
寄
っ
て
サ
ト
ウ
キ
ビ
ジ

　
ユ
ー
ス
を
振
る
舞
わ
れ
た
王
が
、
そ
の
豊
か
さ
に
惹
か
れ
て
村
を
王
領
に
し
よ
う

　
と
考
え
た
と
た
ん
に
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
汁
の
出
が
悪
く
な
る
、
と
い
う
筋
辛
き
の
も

　
の
が
あ
る
。
四
留
σ
に
は
、
疇
代
や
登
場
人
物
は
異
な
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
じ
パ

　
タ
ー
ン
の
挿
話
が
三
つ
連
続
で
記
載
さ
れ
て
い
る
田
段
ぼ
①
叩
ご
］
。
ま
た
、

　
黒
蝿
邸
に
も
窯
鍔
臣
≧
鍵
が
登
場
す
る
同
様
の
挿
話
が
記
さ
れ
て
い
る
望
ζ
曽

　
憲
O
山
］
。

⑧
鱈
主
の
徳
を
記
す
際
、
ま
ず
最
初
に
慈
悲
（
ω
冨
鍵
ρ
象
）
や
温
情
、
理
性
を
挙
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げ
、
そ
の
後
に
公
正
を
挙
げ
る
と
い
う
手
法
は
一
四
世
紀
以
降
に
イ
ン
ド
で
誉
か

　
れ
た
日
工
ω
帥
や
〉
累
に
も
見
ら
れ
る
［
日
閃
ω
帥
一
膳
I
O
］
［
〉
諸
一
お
］
（
近
藤
治

　
「
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
観
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
研
究
隔
五
九
…
二
（
二

　
〇
〇
〇
）
［
近
藤
］
、
王
三
八
頁
）
。
ま
た
、
ま
ず
理
性
、
そ
れ
か
ら
公
正
さ
を
挙

　
げ
る
と
い
う
順
番
は
～
三
一
～
四
世
紀
に
イ
ル
ハ
ン
朝
で
書
か
れ
た
〆
司
に
も

　
見
ら
れ
、
既
に
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
が
注
目
し
て
い
る
［
図
男
一
己
［
ロ
ー
ゼ
ン

　
タ
ー
ル
”
認
昌
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
後
代
の
君
主
鑑
独
特
の
も
の
で
あ
る

　
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
を
要
す
る
。

⑨
三
好
ヨ
舞
は
他
に
、
．
巳
g
冨
織
目
讐
、
窪
冨
里
雪
ヨ
ヨ
簿
と
も
呼
ば
れ
、
対
立
す

　
る
性
質
と
し
て
α
雪
気
ヨ
ヨ
卑
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑩
瓢
ζ
さ
。
は
、
気
ヨ
ヨ
象
の
対
象
は
寛
大
さ
、
勇
敢
さ
、
知
識
な
ど
様
々
で
あ
る

　
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
寛
大
さ
や
気
前
の
良
さ
に
関
す
る
挿
話
を
特
に

　
記
す
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
冒
ζ
曽
b
⊃
O
O
山
］
。
ま
た
ω
ζ
で
は
、

　
累
q
ω
聞
H
毛
質
が
機
転
の
効
い
た
受
け
答
え
を
し
た
農
夫
に
総
額
王
○
○
○
デ

　
ィ
…
ナ
ー
ル
の
下
賜
を
与
え
た
と
い
う
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
門
し
。
竃
一

　
一
趨
よ
］
。

⑪
　
例
え
ば
、
∪
悶
《
で
は
神
の
命
令
と
禁
令
の
遵
守
を
他
者
に
強
制
す
る
場
合
、

　
君
主
達
（
露
巳
穿
話
冨
閥
ぎ
）
は
手
、
す
な
わ
ち
剣
と
処
罰
（
身
忍
言
の
カ

　
で
、
ウ
ラ
マ
ー
達
は
国
防
で
、
力
の
な
い
一
般
人
は
心
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し

　
て
い
る
［
U
7
諸
u
卜
⊃
c
。
ω
ム
］
。

⑫
国
磐
跳
司
書
は
高
慢
の
種
類
や
理
由
を
細
か
く
分
け
［
U
げ
罫
㎝
c
。
⑩
よ
O
c
。
］
、

　
財
産
を
誇
る
高
慢
さ
は
自
軍
q
障
に
、
臣
下
の
多
さ
を
誇
る
高
慢
さ
は
ω
陰
地
ヨ
や

　
算
犀
訂
目
に
特
有
の
も
の
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
差
が
、
ど
れ
ほ

　
ど
実
際
の
地
位
の
差
を
反
映
し
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
、
↓
鳴
ω

　
や
幻
房
臨
騨
に
お
い
て
は
、
ヨ
Q
財
界
、
。
・
巳
籔
”
と
い
う
称
号
な
い
し
地
位
は
頻
出

　
す
る
が
、
薮
露
ヨ
と
い
う
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

84 （208）

第
二
章
　
貯
縞
ミ
鋤
ー
ミ
曳
魯
讐
亀
鋤
、
「
に
見
ら
れ
る
君
主
論

ニ
ー
一
著
者
の
略
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
男
一
の
内
容
分
析
に
先
立
ち
、
著
者
で
あ
る
O
一
躍
p
｝
－
U
ぎ
し
d
⇔
類
巳
（
没
年
＝
二
五
七
以
降
）
の
略
歴
を
紹
介
す
る
。
著
者
は
デ
リ
ー
・
サ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

タ
ナ
ト
時
代
の
歴
史
書
で
あ
る
↓
閃
ω
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
デ
リ
ー
の
七
〇
キ
ロ
ほ
ど
東
に
あ
る
バ
ラ
ン
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
母
方
の
祖
父
傾
霧
鋼
白
p
7
U
冒
は
ム
ィ
ッ
ズ
ィ
ー
朝
の
ス
ル
タ
ン
O
ぼ
愚
跨
p
一
－
U
冒
切
望
匙
き
（
目
■
　
一
ト
。
①
①
一
O
Q
①
）
に
仕
え
、
ラ
ク
ナ
ウ
テ
ィ
ー

の
城
塞
長
（
ざ
箸
巳
を
務
め
た
［
日
周
ω
…
。
。
己
。
彼
の
父
ζ
β
、
避
饗
匹
鋤
r
《
巳
犀
は
始
め
は
ハ
ル
ジ
ー
朝
の
冒
巨
p
肥
U
冒
閏
⇒
冒
ω
げ
罫
（
ド

お
Φ
O
め
①
）
の
次
男
の
ナ
ー
イ
ブ
（
畠
．
芭
で
あ
り
、
後
に
．
》
鼠
塾
∪
冒
《
鼻
鎚
日
日
巴
ω
げ
似
げ
（
H
．
お
8
山
G
。
δ
）
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
の
徴
税
官
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④

（、

巣
ﾃ
に
任
じ
ら
れ
た
［
日
常
ω
』
O
P
卜
。
幽
。
。
］
。
彼
自
身
は
一
七
年
三
ヶ
月
の
間
ト
ゥ
グ
ル
ク
朝
の
鎧
昌
弩
二
巴
ω
冨
げ
（
罫
お
霧
よ
一
）
の

ナ
デ
ィ
ー
ム
（
冨
巴
冒
）
を
務
め
胃
国
ω
　
α
O
凸
、
特
定
の
宮
職
に
就
い
て
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
が
、
ス
ル
タ
ン
か
ら
反
乱
防
止
に
つ
い

て
の
相
談
な
ど
を
さ
れ
た
り
、
ス
ル
タ
ン
に
要
人
の
書
簡
を
届
け
て
い
た
様
子
を
6
男
ω
に
書
き
残
し
て
い
る
宥
頃
ω
”
O
O
。
。
山
♂
窪
甲
8

　
　
⑤

㎝
曽
山
］
。
し
か
し
、
ζ
q
冨
ヨ
旨
巴
ω
げ
群
の
死
後
は
失
脚
し
、
余
生
を
困
窮
の
中
で
過
ご
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
［
6
男
ω
一
山
や
伊
駆
①
ρ

黛
。
。
愚
㎝
①
為
］
。
巴
と
↓
閃
ω
が
書
か
れ
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
り
、
彼
は
当
時
の
ス
ル
タ
ン
男
H
旨
N
ω
げ
鋒
（
同
．
一
ω
摯
－
o
Q
O
o
）
に
著
作
を
献
呈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
［
日
「
ψ
卜
∂
ω
｝
團
？
Q
Q
頓
。
。
呂
。

　
し
d
鈴
き
H
は
宮
廷
人
、
知
識
人
と
し
て
当
時
の
様
々
な
文
化
人
と
交
流
を
持
っ
て
お
り
、
彼
の
友
人
の
中
に
は
詩
人
の
》
日
同
H
国
ざ
ω
鋸
≦
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

》
ヨ
冒
掴
器
き
∪
一
匡
磐
畷
な
ど
の
他
、
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
派
の
シ
ャ
イ
フ
蜜
愚
臼
寧
∪
冒
〉
≦
ξ
競
も
含
ま
れ
て
い
る
胃
国
ψ
①
メ
ω
①
O
］
。

ゆ
築
き
日
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
傾
倒
し
て
い
た
が
、
自
身
は
生
涯
、
宮
廷
の
中
や
そ
こ
に
関
わ
る
世
界
で
生
き
て
い
た
し
、
ま
た
後
に
触
れ
る

著
作
姿
勢
か
ら
兇
て
も
、
自
ら
を
ま
ず
第
一
に
宮
廷
人
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
名
家
の
出
身
で
、
高
い

教
養
を
持
ち
、
君
主
に
仕
え
、
同
時
代
の
著
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
や
詩
人
達
と
親
交
を
結
ぶ
と
い
う
、
一
二
一
＝
二
世
紀
以
降
の
イ
ス
ラ
ム
世
界

の
典
型
的
な
知
識
人
、
宮
廷
人
と
い
え
る
。
ま
た
、
b
d
鋤
鋸
巳
は
、
イ
ラ
ン
や
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
移
住
し
て
間
も
な
い
家
系
で
は
な
く
、
少
な

く
と
も
三
代
以
上
の
長
さ
に
渡
っ
て
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
政
治
の
中
枢
に
関
わ
っ
て
い
た
家
系
の
出
身
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
著
作

の
中
に
見
ら
れ
る
思
想
は
、
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
盤
界
独
特
の
文
化
背
景
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
、
当
時
の
宮
廷
入
に
特
有
の
思
想
で
あ
る
と

見
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
男
旨
は
、
一
八
世
紀
前
半
に
筆
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
写
本
が
一
つ
し
か
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
写
本
の
一
部
に
破
損
や
重
複
が
見

ら
れ
る
た
め
、
章
立
て
や
内
容
に
や
や
混
乱
が
見
ら
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
大
ま
か
に
は
二
四
章
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
著
作
に
は
「
当
代
に

あ
り
、
終
末
ま
で
霊
界
か
ら
次
々
と
や
っ
て
く
る
ワ
ジ
ー
ル
、
諸
王
、
見
識
と
方
策
の
主
、
有
能
な
王
国
の
提
言
乱
暴
、
権
力
の
相
続
者
達

［
隅
一
…
。
。
ω
⑩
］
」
に
向
け
、
「
帝
王
、
ワ
ジ
ー
ル
、
諸
王
、
ア
ミ
ー
ル
達
の
言
動
に
属
し
、
指
導
者
達
の
特
性
で
あ
る
支
配
の
諸
法
則
『
旨
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ω
ω
⑩
］
」
を
記
し
た
と
し
d
碧
き
回
が
後
書
き
で
述
べ
て
い
る
通
り
、
そ
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
は
君
主
が
政
治
を
行
う
際
に
守
る
べ
き
事
、
君
主
の

持
つ
べ
き
徳
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
の
大
部
分
は
ガ
ズ
ナ
朝
の
ζ
馬
装
巳
の
子
孫
に
対
す
る
語
り
か
け
と
い
う
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い

る
。
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ニ
ー
二
　
「
」
に
見
え
る
統
治
術

　
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
男
｝
の
作
者
じ
σ
p
類
巳
は
君
主
の
ナ
デ
ィ
ー
ム
で
あ
り
、
統
治
組
織
の
中
に
い
る
人
間
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
が
統

治
組
織
を
見
る
視
点
は
官
僚
達
に
近
く
、
ω
ζ
や
巴
蓼
に
比
べ
る
と
具
体
性
に
は
劣
る
が
、
軍
や
国
庫
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
理
想

に
お
い
て
も
、
軍
隊
を
管
理
し
［
閃
掘
り
G
・
山
お
］
、
家
臣
集
団
を
束
ね
、
人
事
を
行
う
と
い
う
君
主
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
お
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

［
閃
紳
嵩
》
N
。
。
孚
G
。
る
N
叩
。
。
］
、
臣
下
と
の
相
談
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
点
も
従
来
の
君
主
鑑
と
共
通
し
て
い
る
『
9
N
？
お
］
。
ま
た
、

国
一
は
ω
ζ
と
同
様
、
君
主
は
バ
リ
ー
ド
（
げ
碧
凱
）
を
設
置
し
て
国
内
の
状
況
や
部
下
の
動
向
を
探
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
［
同
旨
H
区
－
G
。
O
］
。

　
コ
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
ま
ず
、
臣
民
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
経
済
へ
の
介
入
が
一
章
を
割
い
て
具
体
的
に
記
述
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
欝
や
一
ω
甲
畠
］
。
こ
の
章
で
は
公
定
価
格
を
定
め
、
そ
の
価
格
で
商
品
を
取
り
引
き
さ
せ
る
こ
と
［
団
旨
H
ω
N
］
、
商
人
等

の
不
正
を
取
り
締
ま
る
こ
と
［
男
望
H
ω
ω
］
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
章
の
挿
話
で
は
ア
ジ
ャ
ム
の
王
が
馬
の
価
格
を
安
定
さ
せ
た
た
め
、

多
く
の
兵
士
が
馬
を
安
価
で
入
手
で
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
［
国
訳
冨
①
］
、
こ
れ
ら
の
経
済
介
入
が
臣
民
の
生
活
の
安
定
の
た
め
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

け
で
は
な
く
、
兵
士
へ
の
物
品
の
供
給
と
い
う
側
面
を
も
持
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
政
権
に
古
く
か
ら

仕
え
て
い
る
家
臣
を
重
用
し
、
イ
ン
ド
人
や
夜
這
な
ど
の
低
い
身
分
の
者
達
を
政
治
に
参
加
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
論

じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
［
「
旨
。
。
卜
⊃
め
♪
N
c
。
○
め
ゼ
ト
。
Φ
O
－
ω
難
］
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
既
に
ω
嵐
や
巴
響
に
お
い
て
も
見
ら
れ
［
ω
鼠
一

駆⊃

g
ω
よ
］
［
巴
讐
一
一
曽
－
①
］
、
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
切
。
鑓
自
は
貴
顕
の
保
護
、
よ
き
家
臣
の
登
用
、
卑
し
い
生
ま
れ
に
関
し
て

等
、
数
章
を
割
い
て
こ
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
彼
が
特
に
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
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⑧

は
当
時
、
イ
ン
ド
人
の
社
会
、
政
治
へ
の
進
出
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
反
動
と
捉
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
悶
匂
に
お
い
て
は
ま
た
、
ジ
ハ
ー
ド
が
君
主
の
義
務
と
し
て
奨
励
さ
れ
て
お
り
『
旨
一
命
P
一
①
①
山
］
、
さ
ら
に
敵
が
国
内
に
攻
め
て
き
た

際
の
対
処
法
と
し
て
、
敵
対
勢
力
の
買
収
、
遷
都
な
ど
の
具
体
的
な
戦
略
が
述
べ
ら
れ
る
な
ど
［
閃
旨
潔
。
。
－
α
呂
、
戦
争
に
関
す
る
記
述
も
充

実
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
デ
リ
ー
・
サ
ル
タ
ナ
ト
の
政
権
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
や
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の
敵
対
勢
力
の
脅
威
に
常
に
晒
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
処
罰
（
ω
蔓
似
ω
讐
）
と
容
赦
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
章
で
は
、
罪
人
の
罪
状
に
よ
り
処
罰
の
加
減
を
行
う
こ
と
、
反
逆
者
に
は
厳
罰
で
望

む
べ
き
こ
と
［
男
持
高
⑩
N
幽
O
凸
、
ま
た
、
自
ら
を
預
雷
者
と
称
し
た
り
、
預
言
者
を
罵
る
と
い
っ
た
宗
教
に
関
わ
る
罪
に
関
し
て
は
、
ズ
ィ

ン
ミ
ー
も
容
赦
な
く
罰
す
る
こ
と
欝
綴
じ
⊃
O
G
。
－
凸
、
罰
金
の
課
し
方
［
合
点
“
⊃
O
呂
、
罪
人
の
親
類
縁
者
を
罰
す
る
こ
と
へ
の
戒
め
な
ど
も
記

さ
れ
て
い
る
論
旨
N
O
①
］
。
こ
の
よ
う
に
処
罰
に
関
し
て
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
～
方
、
同
一
の
章
で
罪
を
犯
し
た
も
の
へ
の
容
赦
や
取
り

な
し
を
聞
く
こ
と
が
薦
め
ら
れ
［
「
旨
一
］
．
り
ら
。
一
向
”
ト
り
一
一
一
ω
］
、
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
君
主
の
行
き
過
ぎ
た
処
罰
に
よ
り
人
心
が
離
れ
て
い
く
の

を
防
ぐ
た
め
、
た
と
え
宗
教
の
こ
と
で
も
余
り
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
罵
旨
“
。
窃
。
。
よ
⑩
］
、
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
少
数

派
で
あ
っ
た
ム
ス
リ
ム
の
統
治
者
に
、
特
に
鋭
敏
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
そ
の
他
、
統
治
術
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
…
日
の
時
間
利
用
の
計
画
を
た
て
る
こ
と
『
旨
に
甲
。
。
］
、
君
主
が
独
自
の
総
則
（
垂
耳
）

を
確
立
し
、
そ
れ
に
則
っ
て
政
治
を
す
る
こ
と
厨
匂
』
嵩
め
］
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
み
る
と
、
置
に
見
ら
れ
る
君
主
の
統

治
組
織
の
中
で
の
役
割
は
ω
ζ
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
が
、
国
一
に
お
い
て
は
、
君
主
が
政
治
に
お
い
て
よ
り
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
ち
、

自
ら
政
策
を
打
ち
出
し
、
軍
事
力
な
ど
を
用
い
て
積
極
的
に
社
会
に
介
入
し
て
い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

ニ
ー
三
　
卍
に
お
け
る
徳
性
論

従
来
の
君
主
鑑
と
同
様
に
、
煽
｝
に
お
い
て
も
、
公
正
さ
は
君
主
が
持
つ
べ
き
徳
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
ほ
か
冒
旨
①
①
為
ρ
一
。
。
さ
。
ム
］
、
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．
巳
燭
聖
旨
日
象
も
公
正
さ
と
並
ん
で
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
［
「
旨
刈
痔
。
。
押
鳴
。
。
b
。
め
］
、
「
君
主
権
は
吝
薔
、
伍
冒
鑓
ヨ
三
碧
回
、
不
正
と
は
両
立
し

な
い
『
旨
ト
っ
ω
凸
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
帝
王
が
持
つ
べ
き
徳
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
正
し
い
意
志
（
．
9
§
・
一
傷
ξ
q
ω
け
）

　
　
　
　
　
⑮

［
鳴
旨
①
O
よ
呂
、
温
情
（
・
鋤
穿
）
胃
八
一
⑩
甲
♪
卜
⊃
O
勝
心
α
］
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
閃
一
で
は
、
王
が
持
つ
べ
き
で
は
な
い
卑
し
い
性
質
に
つ
い

て
も
一
章
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
虚
言
、
気
ま
ま
さ
、
忘
恩
、
怒
り
っ
ぽ
さ
（
σ
q
冨
等
身
）
、
不
正
（
詩
吟
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
［
周
旨

ω
一
り
め
①
］
。

　
ま
た
、
虫
に
は
、
君
主
の
徳
性
の
理
想
的
な
状
態
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。

　
　
至
高
の
神
は
人
間
を
相
対
す
る
諸
性
質
（
9
♂
く
ω
岡
｛
一
一
菖
仁
け
独
住
画
仙
傷
餌
）
で
創
造
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
あ
る
者
が
人
間
の
範
疇
の
中
で
創
ら
れ
、
獣
の
仲
間
か

　
　
ら
外
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
当
然
彼
に
は
抑
圧
性
と
解
放
性
、
怒
り
と
優
美
さ
、
気
前
よ
さ
と
吝
齎
、
謙
虚
さ
と
高
慢
さ
が
現
れ
、
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
さ
て
、
相
対
す
る
諸
性
質
が
完
全
に
見
ら
れ
、
人
間
性
（
げ
毬
げ
費
H
）
に
関
し
て
極
点
に
あ
る
者
と
い
う
の
は
、
世
界
の
驚
異
の
｝
つ
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
君
主
の
中
に
は
相
対
す
る
諸
性
質
が
完
全
に
存
在
す
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
自
身
が
被
造
物
の
驚
異
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
性
質
に
よ
っ

　
　
て
、
世
界
の
住
人
達
に
対
し
神
の
代
宮
職
、
神
の
代
理
職
を
果
た
せ
る
か
ら
で
あ
る
町
旨
N
①
呂

　
こ
の
記
述
で
は
、
相
対
す
る
諸
性
質
を
完
全
に
持
っ
て
い
る
状
態
が
君
主
の
理
想
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
相

対
す
る
諸
性
質
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
粗
暴
さ
や
影
響
な
ど
、
必
ず
し
も
従
来
の
君
主
鑑
に
お
い
て
美
徳
と
さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で

は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
し
d
母
き
H
は
、
多
種
多
様
な
性
質
の
全
て
を
完
全
に
備
え
て
い
る
人
間
は
被
造
物
の
驚
異
で
あ
り
、
君
主

は
正
に
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、
神
の
代
理
人
と
し
て
世
界
を
統
治
し
う
る
の
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
君
主
は
神
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

理
」
と
い
う
表
現
自
体
は
、
こ
の
時
代
の
君
主
鑑
に
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
神
の
代
理
1
1
君
主
が
持
つ
べ
き
性
質
は
単
純
な
美
徳

だ
け
で
は
な
い
と
す
る
君
主
の
性
質
論
は
、
従
来
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
君
主
鑑
に
は
見
ら
れ
な
い
、
国
一
に
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
閤
一
の
中
に
は
、
世
界
や
人
間
は
「
相
対
す
る
性
質
」
で
創
造
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
至
高
の
神
は
『
我
々
が
創
造
し
た
も
の
は
対
で
あ
る
』
と
仰
っ
た
。
つ
ま
り
、
全
て
の
被
造
物
は
～
対
で
創
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
も
の
に
は
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［
そ
れ
と
組
に
な
る
］
も
う
～
つ
が
創
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
［
閃
旨
一
①
凸

　
　
人
類
は
根
元
的
な
性
質
に
お
い
て
相
反
す
る
諸
性
質
を
賦
与
さ
れ
て
お
り
、
種
々
の
美
徳
と
悪
徳
で
創
造
さ
れ
た
。
［
閏
旨
霜
ω
］

　
つ
ま
り
、
世
界
や
人
々
は
元
々
対
と
な
る
正
反
対
の
性
質
で
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
理
想
の
君
主
は
そ
れ
ら
の
正
反
対
の
性
質
を
完

全
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
想
の
君
主
と
一
般
の
人
間
と
の
関
係
は
、
閃
一
の
中
で
は
以
下
の
よ
う
に
表
さ
れ
て

い
る
。

　
　
王
権
は
こ
の
世
の
重
大
な
諸
事
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
意
図
、
姿
、
外
観
、
外
面
と
内
面
の
性
質
、
内
部
や
外
部
の
必
要
［
と
さ
れ
る
も

　
　
　
の
U
に
お
い
て
人
類
全
体
（
．
謬
§
嵐
げ
塁
H
匿
§
）
と
等
し
い
｝
人
の
人
間
を
世
界
の
人
々
か
ら
全
世
界
の
た
め
に
選
び
、
彼
を
全
て
に
対
す
る
命

　
　
令
者
、
支
配
者
に
し
、
全
て
の
も
の
を
彼
の
命
令
へ
の
服
従
者
や
遵
守
者
に
し
、
全
世
界
が
彼
の
前
に
脆
拝
す
る
よ
う
に
、
彼
に
栄
誉
や
偉
大
さ
や
壮
麗

　
　
さ
や
高
貴
さ
を
与
え
る
以
上
に
偉
大
で
尊
く
、
高
貴
で
栄
誉
あ
る
業
が
あ
ろ
う
か
。
［
閃
旨
窓
己

　
　
ζ
昌
日
巳
の
子
孫
、
地
上
の
君
主
達
よ
、
お
前
達
が
公
正
に
配
慮
す
る
よ
う
に
！
　
な
ぜ
な
ら
お
前
達
は
、
性
質
と
い
う
点
で
は
人
類
金
て
と
等
し
い

　
　
　
の
だ
か
ら
［
男
旨
卜
。
Q
。
Φ
］

　
　
君
主
の
中
に
は
相
対
す
る
諸
性
質
が
完
全
に
現
れ
、
［
そ
れ
ら
の
性
質
は
］
特
に
、
あ
る
べ
き
場
所
、
相
応
し
い
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
完
金
な
性

　
　
質
に
よ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
様
々
な
諸
性
質
（
H
P
⊆
腎
ゲ
け
鋤
一
一
｛
四
一
一
餌
≦
5
α
餌
｛
）
で
あ
り
、
行
状
に
相
対
す
る
気
質
や
性
質
が
あ
る
幾
千
も
の
人
々
と
関
わ
る

　
　
　
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
［
閃
舗
b
。
①
。
。
］

　
最
初
の
二
つ
の
記
述
か
ら
、
君
主
の
性
質
は
人
類
全
体
の
性
質
と
等
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
三
つ
目
の
記
述
か
ら
は
、
君

主
は
自
ら
の
完
全
な
性
質
を
時
と
場
合
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
団
一
に
は
以
下
の
よ

う
な
記
述
も
見
え
る
。

　
　
神
の
豊
富
職
、
神
の
代
理
職
で
あ
る
統
治
に
相
応
し
い
の
は
、
相
対
す
る
諸
性
質
が
彼
に
生
来
備
わ
り
、
完
全
に
現
れ
て
お
り
、
適
切
な
場
合
に
、
良
い

　
　
　
も
の
と
悪
い
も
の
、
良
策
と
堕
落
、
従
順
さ
と
反
抗
を
使
い
分
け
る
人
物
で
あ
る
。
君
主
達
の
行
状
に
見
ら
れ
る
こ
の
使
い
分
け
の
よ
う
に
、
神
の
恩
恵
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が
彼
の
額
に
輝
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
い
て
世
界
の
ρ
慕
ぴ
の
地
位
に
あ
り
、
神
の
玉
座
の
許
に
地
位
を
得
る
の
は
こ
の
よ
う
な

　
　
君
主
達
な
の
で
あ
る
。
彼
等
の
ほ
む
べ
き
性
質
や
偉
業
を
語
る
こ
と
は
救
い
の
手
段
と
な
り
、
破
滅
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
。
「
一
時
の
公
正
は
六
〇
年

　
　
の
信
仰
よ
り
尊
い
」
と
は
彼
等
の
公
正
さ
に
関
し
て
流
布
し
て
お
り
、
「
ス
ル
タ
ン
は
地
上
に
お
け
る
神
の
陰
で
あ
り
、
全
て
の
虐
げ
ら
れ
し
蕉
門
は
彼

　
　
に
救
い
を
求
め
る
」
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
は
正
に
こ
の
よ
う
な
君
主
達
に
適
用
さ
れ
る
。
神
の
相
反
す
る
性
質
（
睾
声
高
二
等
親
ま
甲
吊
輪
げ
・
旨
、
回
）

　
　
を
完
全
に
享
受
し
、
受
け
取
っ
て
い
る
よ
う
な
者
が
神
の
陰
に
な
れ
、
神
の
代
官
職
、
神
の
代
理
職
、
君
主
に
相
応
し
い
の
で
あ
る
［
閃
旨
b
。
①
。
。
－
£

　
こ
こ
に
お
い
て
は
、
理
想
の
君
主
は
通
常
聖
者
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
あ
る
者
を
指
す
ρ
属
げ
と
．
い
う
名
称
で
呼
ば
れ

冒
慧
智
　
σ
q
訂
臼
篇
①
や
呂
ワ
ー
コ
ル
ソ
ン
“
δ
巴
、
さ
ら
に
相
対
す
る
諸
性
質
は
神
の
性
質
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
対
す
る
諸
性

質
を
完
全
に
持
つ
君
主
は
神
の
性
質
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
君
主
が
持
つ
べ
き
と
さ
れ
る
性
質
を
神
の
属
性
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

君
主
の
権
威
を
高
め
る
と
い
う
考
え
方
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
一
般
的
な
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
竃
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
既
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ζ
同
に
お
い
て
神
の
性
質
と
さ
れ
て
い
る
の
は
穏
和
さ
（
誓
ぎ
）
や
怒
り
（
ρ
蛇
目
）
、
温
情
（
、
織
≦
）
な
ど
で

あ
り
［
鷺
H
…
蔭
b
。
ω
ふ
］
、
「
相
対
す
る
諸
性
質
」
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
「
理
想
の
君
主
は
神
の
持
つ
相
対
す
る
諸
性
質
を
完
全
に
持
つ
」
と
い
う
し
d
錠
9
巳
の
徳
性
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
は
、
神
秘
主
義
思
想
家
H
げ
⇒
巴
－
．
〉
舜
暫
（
一
H
①
㎝
1
一
b
⊃
鼻
O
）
と
、
彼
の
思
想
の
流
れ
を
汲
む
存
在
一
性
論
（
≦
筈
匿
獣
毛
ε
巳
）
学
派
の
「
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

人
間
（
巴
－
ぎ
ω
習
群
訂
ヨ
ミ
ぎ
ω
習
－
節
謬
ε
論
」
で
あ
る
。
H
窪
餌
て
》
葛
餅
等
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
、
特
に
従
来
か
ら
聖
者
の
最
高
位
で
あ

る
と
さ
れ
て
き
た
ρ
暮
げ
が
「
完
全
人
間
」
で
あ
る
と
し
た
［
竹
下
”
お
－
。
。
卜
3
］
。
「
完
全
人
間
」
の
中
に
は
「
神
の
属
性
」
が
完
全
に
顕
現
し

て
お
り
、
そ
の
意
味
で
彼
は
「
神
の
似
姿
」
で
、
神
の
代
理
（
巳
滋
冨
涛
江
蘇
蝉
）
に
相
応
し
い
者
で
あ
る
口
N
暮
ω
宍
器
？
P
鱒
ω
令
。
。
］

［
日
更
①
ω
ぼ
聾
q
ρ
に
緊
N
H
H
⑩
］
［
竹
下
”
誤
為
］
。
ま
た
、
H
ぎ
塾
．
》
髭
町
は
「
相
反
す
る
も
の
の
統
合
」
と
い
う
神
概
念
を
特
に
強
調
し
、

対
立
す
る
性
質
を
綜
合
す
る
と
い
う
包
括
性
を
、
神
の
代
理
で
あ
る
人
間
に
も
付
与
し
て
お
り
［
竹
下
蔓
？
○
。
］
、
彼
の
弟
子
達
は
、
こ
の
性

質
の
故
に
完
全
人
間
は
神
の
代
理
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
口
N
葺
6
。
餐
N
ω
。
。
－
⑩
］
［
東
長
”
卜
⊃
刈
。
。
る
。
。
ω
よ
］
。
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「
存
在
一
性
論
（
壽
冠
餌
群
毒
一
民
）
」
等
の
屋
　
巴
㌦
》
巳
時
の
思
想
は
、
男
蹄
げ
鋤
7
∪
冒
、
H
鼠
臼
（
俳
お
。
。
㊤
）
を
始
め
と
す
る
ス
フ
ラ
ワ
ル

デ
ィ
ー
派
の
ス
ー
フ
ィ
ー
達
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
に
導
入
さ
れ
、
一
四
世
紀
半
ば
か
ら
末
に
か
け
て
定
着
し
て
い
き
、
一
四
世
紀
末
か
ら
一
五
世

紀
に
は
、
イ
ラ
ン
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
の
H
げ
口
巴
－
．
》
罠
暫
思
想
信
奉
者
の
流
入
を
き
っ
か
け
に
H
訂
巴
－
．
》
建
げ
目
思
想
に
関
す
る
著
作
が
著
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
［
菊
一
N
≦
遍
く
O
一
噛
一
一
ト
⊃
一
①
1
刈
］
F
簿
護
窪
8
』
①
］
。
前
述
の
通
り
、
ω
費
碧
回
は
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
派
の
シ
ャ
イ
フ
篶
雷
日
卑

U
冒
跨
乱
蔓
鯛
と
懇
意
で
あ
り
、
同
時
代
の
多
く
の
知
識
人
達
と
親
交
を
持
っ
て
い
た
。
し
d
費
鎚
H
自
身
が
H
冨
群
5
雲
譲
の
難
解
な
著
作
を

読
ん
で
い
た
可
能
性
は
低
い
が
、
局
閃
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
シ
ャ
イ
フ
を
中
心
と
し
た
信
徒
の
集
会
な
ど
に
お
い
て
、
当
時
の
イ
ン
ド
で

最
薪
の
思
想
と
し
て
議
論
の
狙
上
に
上
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
H
ぎ
寧
．
〉
毒
甑
の
思
想
の
概
要
を
伝
え
聞
く
機
会
は
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

理
想
の
君
主
が
「
相
対
す
る
諸
性
質
」
を
持
つ
と
い
う
同
一
独
特
の
考
え
方
は
、
以
上
の
よ
う
な
イ
ン
ド
の
思
想
状
況
を
背
景
に
生
じ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
男
匂
に
お
い
て
は
、
信
仰
と
統
治
を
両
立
す
る
王
こ
そ
が
理
想
の
君
主
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
見
ら
れ
る
。

　
　
君
主
が
宗
教
の
保
護
、
宗
教
の
擁
護
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
行
い
の
書
物
か
ら
は
彼
の
魂
の
罪
や
過
ち
が
消
去
さ
れ
る
。
驚
く
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
き
は
、
信
仰
上
の
義
務
遂
行
の
欠
如
や
罪
の
実
行
と
共
に
あ
っ
て
も
、
彼
の
魂
は
鋤
注
魁
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
君
主
が
清
い
魂
で
敬
慶
で

　
　
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
世
に
お
け
る
世
界
の
ρ
暮
げ
は
彼
な
の
で
あ
る
［
男
｝
縞
O
］

　
上
記
の
文
章
に
は
二
種
類
の
君
主
が
登
場
す
る
。
～
つ
目
は
、
「
信
仰
上
の
義
務
遂
行
の
欠
如
や
罪
の
実
行
と
共
に
」
あ
る
君
主
、
つ
ま
り

礼
拝
や
断
食
な
ど
を
行
わ
ず
、
個
人
的
な
信
仰
生
活
に
お
い
て
は
敬
虞
と
は
言
え
な
い
君
主
で
あ
る
が
、
山
肥
鋤
鵠
は
そ
の
よ
う
な
君
主
で
も
、

宗
教
の
保
護
、
擁
護
を
行
え
ば
魯
畠
鋤
の
位
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
も
う
一
種
類
は
、
宗
教
の
守
護
者
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
、
か
つ
個
人

的
に
も
敬
慶
で
あ
る
君
主
で
、
し
d
費
鴛
H
は
、
そ
の
よ
う
な
君
主
は
ρ
暮
げ
の
地
位
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
理
想
の
君
主
を
ρ
暮
び
で
あ
る
と

す
る
表
現
は
、
相
対
す
る
諸
性
質
に
関
す
る
記
述
で
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
信
仰
と
統
治
を
両
立
し
て
い
る
ρ
暮
げ
の
地
位
に
あ

る
君
主
こ
そ
が
、
b
d
9
冠
自
の
考
え
る
理
想
の
君
主
で
あ
ろ
う
。
理
想
の
霜
主
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
に
も
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現
れ
て
い
る
。

　
　
歴
史
を
知
る
者
達
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
［
イ
ス
ラ
ム
の
カ
リ
フ
達
の
中
で
は
d
ヨ
三
叉
冨
慧
げ
1
平
安
あ
れ
一
が
模
範
で
あ
る
。
ま
た
ア
ジ
ャ
ム

　
　
の
君
主
達
（
。
。
巴
幾
巳
、
2
慧
）
の
中
で
は
公
正
な
る
瓢
富
ぼ
毫
轡
が
正
義
（
住
践
）
に
お
い
て
卓
越
し
て
い
る
。
し
か
し
、
d
ヨ
舘
囚
訂
貯
筍
げ
は
限
定

　
　
的
平
等
の
探
求
者
た
る
（
田
島
響
騨
旦
面
識
結
論
切
切
）
義
務
を
行
い
、
さ
ら
に
普
遍
的
平
等
の
探
求
（
ヨ
β
愚
≦
鐸
膚
色
鋤
げ
甲
覧
．
倒
丑
日
）
も
行
っ
て
い
た

　
　
の
に
対
し
、
公
正
な
る
累
田
7
一
冥
碧
は
限
定
的
平
等
の
探
求
は
大
い
に
示
し
た
が
、
普
遍
的
平
等
の
探
求
に
つ
い
て
は
全
く
享
受
し
て
い
な
か
っ
た
」
。

　
　
限
定
的
平
等
の
探
求
は
普
遍
的
平
等
の
探
求
の
必
要
事
項
で
あ
る
が
、
普
遍
的
平
等
の
探
求
は
限
定
的
平
等
の
探
求
の
必
要
事
項
で
は
な
い
。
ア
ラ
ブ
と

　
　
ア
ジ
ャ
ム
の
偉
人
達
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
こ
う
醤
っ
て
い
る
。
「
．
¢
語
碧
閑
訂
蟹
ぴ
1
平
安
あ
れ
　
　
は
累
富
ぼ
ヨ
習
の
様
に
行
動
で
き
る
が
、

　
　
累
房
霞
暑
習
は
．
d
白
践
囚
訂
膚
矧
ぴ
の
様
に
行
動
で
き
な
い
」
［
頃
｝
一
一
。
。
①
艦
Σ

　
こ
の
記
述
の
前
に
じ
d
p
類
昌
は
、
「
限
定
的
平
等
の
探
求
」
と
は
君
主
の
下
で
の
臣
民
の
平
等
の
探
求
で
あ
り
、
「
普
遍
的
平
等
の
探
求
」
と

は
神
の
下
で
の
、
君
主
も
含
む
人
々
の
平
等
の
探
求
で
あ
る
と
し
て
い
る
［
閏
旨
目
。
。
督
呂
。
ま
た
、
普
遍
的
平
等
の
探
求
は
神
へ
の
服
従

（
㌶
ρ
惹
）
の
完
成
の
た
め
の
必
要
事
項
、
嵐
魯
9
ヨ
ヨ
鑑
の
宗
教
の
カ
リ
フ
達
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
が
完
全
に
行
え
て
い
た
の
は
正
統
カ
リ

フ
の
》
訂
U
d
磐
H
、
．
¢
日
費
、
．
諺
岡
と
、
ウ
マ
イ
や
朝
カ
リ
フ
の
．
¢
ヨ
9
門
山
、
諺
げ
島
巴
－
．
》
N
冒
（
．
q
ヨ
費
口
）
等
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

蒲
池
ド
○
。
呂
。
そ
し
て
、
二
種
類
の
平
等
探
求
の
う
ち
、
限
定
的
平
等
の
探
求
し
か
行
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
翼
q
ω
ぼ
垂
雪
は
、
両
方

が
行
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
正
統
カ
リ
フ
の
．
d
臼
費
に
比
べ
て
明
ら
か
に
劣
っ
た
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
の
裏
に
は
、

た
だ
公
正
で
良
き
統
治
を
行
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
良
き
統
治
を
行
う
と
共
に
信
仰
心
も
完
全
で
あ
っ
て
こ
そ
理
想
の
君
主
で
あ
る
と
い
う

考
え
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
男
面
に
お
い
て
は
、
理
想
の
君
主
は
従
来
の
君
主
鑑
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
徳
の
み
で
は
な
く
、
彼
が
統
治
す
る
人
民
全
体

と
等
し
い
よ
う
な
「
相
対
す
る
性
質
」
全
て
を
持
つ
べ
き
と
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
性
質
は
神
の
も
の
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。

理
想
の
君
主
は
、
様
々
な
性
質
を
場
合
に
応
じ
て
適
切
に
使
い
分
け
な
が
ら
、
君
主
の
任
務
を
完
全
に
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
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た
ゆ
碧
雪
H
は
、
た
だ
良
き
統
治
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
統
治
と
信
仰
を
両
立
さ
せ
る
君
主
こ
そ
が
真
の
理
想
の
君
主
だ
と
考
え
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
君
主
は
最
高
の
聖
者
で
あ
る
信
笹
と
同
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
徳
性
論
、
君
主
論
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
イ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ラ
ム
神
秘
主
義
思
想
や
、
シ
ャ
イ
フ
達
が
社
会
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
発
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
当
主
の
理
想
像
を
聖
者
の
理
想
像
と
重
ね
て
い
る
閨
一
の
君
主
論
は
、
来
世
で
の
救
い
に
関
わ
る
宗
教
の
指
導
者
と
し
て
の
シ
ャ
イ
フ
の

権
威
が
高
ま
る
と
共
に
、
来
世
と
対
に
な
る
現
世
の
支
配
者
で
あ
る
君
主
の
あ
り
方
、
理
想
像
な
ど
が
、
信
仰
や
宗
教
権
威
と
の
関
係
の
中
で

捉
え
ら
れ
て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

ニ
ー
四
　
「
も
に
見
え
る
統
治
観

　
こ
の
節
で
は
、
3
に
お
い
て
統
治
と
い
う
行
為
や
君
主
の
地
位
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
う
。
統
治
と

い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
は
、
理
想
の
君
主
の
あ
り
方
に
大
き
く
関
わ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
翅
の
中
で
は
君
主

と
信
仰
の
関
係
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、
同
様
に
統
治
と
信
仰
の
関
係
に
つ
い
て
も
様
々
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
信
仰
保
持
の
必
要
事
項
は
服
従
（
ぴ
鋤
巳
一
σ
q
H
）
で
あ
り
、
服
従
の
必
要
事
項
は
弱
さ
、
無
力
さ
、
貧
し
さ
、
謙
虚
さ
、
卑
下
、
困
窮
、
嘆
願
、
欠
乏
で
あ

　
　
る
。
一
方
、
世
俗
の
極
致
で
あ
る
統
治
の
必
要
事
項
は
強
制
、
自
尊
、
孤
高
、
贅
沢
、
蝉
茸
、
無
遠
慮
、
高
慢
、
栄
誉
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
性
質
は
主
性

　
　
　
（
畏
一
遍
旨
暫
σ
爵
象
）
の
一
部
で
あ
る
。
統
治
は
神
の
代
宮
職
、
神
の
代
理
職
で
あ
り
、
服
従
の
性
質
の
必
要
事
項
と
共
に
は
、
統
治
は
な
い
欝
旨

　
　
虞
？
二

　
　
　
「
私
は
ジ
ン
と
人
間
を
、
私
へ
の
服
従
の
た
め
に
創
っ
た
［
コ
ー
ラ
ン
“
五
一
章
五
六
節
ご
と
至
高
の
神
が
仰
っ
て
い
る
よ
う
に
、
下
僕
［
1
1
人
類
］

　
　
の
創
造
は
［
神
へ
の
］
服
従
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
服
従
者
た
る
こ
と
の
性
質
の
必
要
条
件
は
弱
さ
、
欠
乏
、
卑
下
、
謙
虚
さ
、
卑
し
さ
、
無
力
さ
で

　
　
あ
る
。
統
治
の
必
要
条
件
で
あ
る
性
質
は
自
尊
、
自
立
、
孤
高
、
高
貴
さ
、
高
慢
、
栄
誉
な
ど
、
全
て
服
従
者
た
る
こ
と
の
反
対
で
あ
る
が
、
こ
の
性
質

　
　
は
神
の
属
性
（
切
薮
鼠
瞠
ぎ
爵
ご
の
特
徴
で
あ
る
［
閏
旨
①
下
Q
。
］
」
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こ
れ
ら
の
記
述
は
、
人
間
は
そ
も
そ
も
神
へ
の
服
従
、
す
な
わ
ち
信
仰
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
話
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
じ
d
餌
鎚
鵠
は
、
人
間
の
本
性
は
神
へ
の
服
従
者
た
る
こ
と
で
あ
る
が
、
君
主
と
な
っ
た
場
合
、
神
の
代
理
職
た
る
統
治
の
た

め
に
は
、
服
従
の
た
め
の
性
質
と
は
正
反
対
の
性
質
で
あ
る
主
、
す
な
わ
ち
神
の
属
性
を
持
つ
必
要
が
あ
る
、
と
雷
っ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か

ら
は
、
ω
費
鴛
H
が
信
仰
と
統
治
を
、
正
反
対
の
性
質
を
要
求
す
る
、
対
立
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
人
間
が
本
来
行
う
べ
き
は

信
仰
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ゆ
舘
p
巳
は
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
信
仰
と
統
治
の
対
比
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
君
主
と
な
っ
た
国
爵
q
ヨ
費
簿
の
血
族
よ
、
知
れ
。
預
言
者
位
（
…
げ
戸
閉
p
け
）
は
我
々
の
伯
父
、
年
長
者
ω
露
昏
と
彼
の
血
族
に
与
え
ら
れ
、
君
主
位
は

　
　
偉
大
な
る
我
々
の
父
祖
、
囚
避
⇔
ヨ
語
聾
と
彼
の
血
族
に
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
神
は
我
々
の
叔
父
と
そ
の
血
族
を
天
啓
で
助
け
た
。
彼
等
が
語
り
、
行

　
　
う
こ
と
は
全
て
、
啓
示
の
力
に
よ
っ
て
語
り
、
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
等
の
番
葉
や
行
動
に
は
過
ち
が
生
じ
な
い
。
ま
た
見
郷
の
作
用
と
剣
の
打
撃

　
　
に
よ
っ
て
世
界
を
冨
み
栄
え
、
秩
序
が
維
持
さ
れ
た
状
態
に
保
つ
た
め
、
囚
畠
q
ヨ
舘
9
の
血
族
で
あ
り
、
君
主
で
あ
る
我
々
に
は
、
至
高
の
神
は
世
界

　
　
支
配
の
剣
を
与
え
、
適
切
な
見
解
に
よ
っ
て
我
々
と
そ
の
血
族
の
心
を
飾
っ
た
。
し
か
し
、
見
解
に
は
欲
望
や
シ
ャ
イ
タ
ー
ン
の
惑
わ
し
に
よ
っ
て
間
違

　
　
い
や
過
ち
が
多
く
生
じ
る
［
壌
』
。
。
］

　
こ
の
記
述
の
原
型
と
も
言
え
る
挿
話
は
、
「
王
権
と
宗
教
は
兄
弟
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
の
説
明
と
し
て
、
蝕
群
や
属
認
卜
⊃
に
も
記
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
3
が
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
「
王
権
と
宗
教
は
兄
弟
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
信

仰
者
の
代
表
と
も
言
え
る
預
言
者
は
過
ち
を
犯
さ
な
い
が
、
統
治
者
で
あ
る
君
主
は
欲
望
に
負
け
て
過
ち
を
犯
し
が
ち
で
あ
り
、
従
っ
て
、
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

主
の
位
は
預
夏
菊
の
位
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
統
治
は
信
仰
よ
り
劣
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
の
が
、
．
巳
q
鉱
導
ヨ
讐
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

　
　
賢
人
達
は
書
い
て
い
る
「
露
白
心
象
と
は
孤
高
の
地
位
で
あ
る
。
ま
た
訂
白
5
簿
の
持
ち
主
と
は
、
外
面
と
内
面
の
諸
性
質
の
全
て
に
お
い
て
、
自
ら
が

　
　
他
者
よ
り
良
く
な
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
神
へ
の
近
さ
と
来
世
の
地
位
よ
り
良
く
、
優
れ
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、

　
　
も
し
現
世
や
、
現
世
で
の
栄
誉
の
追
求
に
よ
っ
て
そ
れ
［
1
1
神
へ
の
近
さ
と
来
世
の
地
位
］
が
破
棄
さ
れ
欠
け
て
し
ま
う
な
ら
、
現
世
に
お
け
る
優
越
の
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た
め
に
必
要
な
諸
性
質
に
お
い
て
、
君
主
は
隠
民
と
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
」
［
菅
野
b
。
ω
出

王
冠
、
玉
座
、
自
尊
、
自
立
、
立
ち
居
振
る
舞
い
の
様
式
、
巨
大
な
宮
殿
の
建
設
、
謁
兇
、
人
々
を
自
ら
の
前
で
脆
拝
さ
せ
る
こ
と
、
宝
物
の
収
集
、
財

産
の
所
有
（
一
己
。
◎
ω
餌
料
β
｛
一
沖
　
餌
旨
一
鯛
犀
パ
戸
当
仙
ゆ
φ
）
、
君
主
ら
し
い
下
賜
の
実
行
、
金
銀
宝
石
や
絹
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
他
者
に
金
銀
宝
石
や
絹
を
ま
と
わ
せ

る
こ
と
、
国
家
の
安
定
や
利
益
の
た
め
に
処
罰
を
行
う
こ
と
、
大
き
な
後
富
を
作
る
こ
と
、
惜
し
み
な
く
適
切
な
出
費
、
王
国
を
適
切
に
継
承
し
、
継
承

さ
せ
る
こ
と
、
孤
高
、
陰
惨
、
強
制
の
必
要
事
項
で
あ
る
全
て
の
こ
と
な
ど
、
ア
ジ
ャ
ム
の
君
主
達
の
諸
慣
習
な
し
に
は
、
君
主
は
君
主
と
は
見
な
さ
れ

ず
、
鑑
主
と
呼
ば
れ
な
い
。
一
中
略
－
統
治
は
ア
ジ
ャ
ム
の
鱈
主
達
の
諸
慣
習
の
実
行
な
し
に
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ン
マ
の
全
て
の
ウ
ラ

マ
ー
達
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ャ
ム
の
君
主
達
の
諸
慣
習
は
、
竃
虐
冨
日
白
鋤
の
ス
ン
ナ
や
竃
一
挙
日
ヨ
巴
の
生
活
や
暮
ら
し
方
と
は
正
反
対
で

あ
る
［
閏
旨
窓
甲
卜
。
］

　
最
初
の
記
述
に
お
い
て
は
ま
ず
、
ぼ
ヨ
ヨ
導
と
は
あ
ら
ゆ
る
性
質
に
お
い
て
他
者
に
勝
ろ
う
と
す
る
心
の
働
き
で
あ
る
こ
と
が
定
義
さ
れ
る
。

ま
た
、
最
も
優
れ
た
性
質
と
は
、
神
へ
の
近
さ
や
来
世
で
の
地
位
、
す
な
わ
ち
信
仰
の
道
に
お
い
て
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
切
鉾
p
鼠
は
、
現
世
で
の
栄
誉
の
追
求
に
よ
っ
て
神
へ
の
近
さ
や
来
世
の
地
位
は
欠
け
て
し
ま
う
、
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
は
両
立
し
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
地
位
や
名
誉
な
ど
、
現
世
に
関
わ
る
こ
と
で
の
他
者
へ
の
優
越

を
目
指
す
こ
と
は
、
信
仰
の
道
に
お
け
る
努
力
の
い
わ
ば
代
替
手
段
と
し
て
奨
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
統
治
（
現

世
）
と
信
仰
（
来
世
）
の
対
立
と
後
者
の
優
越
、
と
い
う
考
え
が
窺
え
る
。

　
二
つ
目
の
記
述
で
は
ゆ
p
髭
臼
は
、
古
代
ペ
ル
シ
ア
の
慣
習
と
《
仁
冨
ヨ
草
魚
の
ス
ン
ナ
と
い
う
対
比
を
行
っ
て
い
る
。
前
者
の
内
容
を
ま

と
め
る
と
、
王
権
の
誇
示
、
威
圧
的
な
行
動
や
態
度
、
豪
奢
な
生
活
、
実
利
に
即
し
た
法
運
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
ω
窯
に

見
ら
れ
た
君
主
の
生
活
様
式
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
古
代
ペ
ル
シ
ア
の
慣
習
と
は
正
反
対
と
さ
れ
る
と
暮
ゆ
ヨ
三
巴
の
ス
ン
ナ
と

は
、
質
素
な
生
活
、
謙
虚
で
柔
和
な
行
動
や
態
度
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
遵
守
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ

累
ζ
同
や
U
び
ζ
に
お
い
て
君
主
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
徳
性
や
行
動
に
近
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
b
d
費
。
葛
が
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
、
特
に
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清
貧
を
旨
と
す
る
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
派
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
費
嘗
H

に
と
っ
て
統
治
と
信
仰
の
両
立
と
は
、
君
主
の
位
に
あ
り
な
が
ら
質
素
な
生
活
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ζ
善
9
ヨ
臼
践
や
彼
の

ス
ン
ナ
に
従
っ
た
四
人
の
正
統
カ
リ
フ
は
、
従
者
を
持
た
ず
質
素
な
生
活
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
［
切
旨
誤
”
⑩
ρ
お
ρ
一
。
。
己
。

　
注
目
さ
れ
る
の
は
、
両
方
の
記
述
に
お
い
て
、
統
治
と
信
仰
の
両
立
が
困
難
で
あ
り
、
信
仰
を
追
求
す
る
と
統
治
に
支
障
が
生
じ
る
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
じ
d
費
習
H
は
統
治
と
信
仰
の
両
立
が
君
主
の
理
想
的
な
状
態
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
同
時
に
、

現
実
に
は
そ
れ
ら
の
両
立
が
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
。
で
は
な
ぜ
、
君
主
の
地
位
に
あ
る
者
は
、

ζ
餌
冨
聖
日
巴
の
ス
ン
ナ
に
従
い
、
理
想
と
さ
れ
る
統
治
と
信
仰
の
両
立
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
d
鎚
墨
鵠
は
そ
れ
を
、

「
時
代
の
変
化
」
や
「
悪
し
き
人
々
」
の
せ
い
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
の
は
、
バ
リ
ー
ド
の
設
置
に

関
す
る
章
に
お
け
る
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
ζ
ゆ
ゴ
冒
の
挿
話
で
あ
る
。

　
竃
軌
ヨ
冒
は
皇
太
子
と
し
て
メ
ル
ヴ
に
赴
き
、
有
能
な
ワ
ジ
ー
ル
男
切
色
ω
ゆ
匡
を
登
用
し
て
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
を
繁
栄
さ
せ
た
。
数
年
後
、

彼
は
正
統
カ
リ
フ
の
如
き
生
活
を
す
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、
そ
れ
ま
で
の
豪
奢
な
生
活
を
捨
て
、
粗
末
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
断
食
を
行
い
、
ウ

ラ
マ
ー
達
と
教
学
に
関
す
る
議
論
を
行
い
、
禁
欲
者
達
と
交
際
を
始
め
る
。
そ
の
行
動
に
王
権
の
危
機
を
感
じ
た
男
印
臼
ω
聾
一
は
、
以
下
の

よ
う
な
言
葉
で
《
餌
、
日
雪
を
諌
め
る
。

96 （220）

正
統
カ
リ
フ
が
、
貧
鉱
の
生
活
や
禁
欲
、
貧
者
の
状
態
の
ま
ま
こ
の
世
で
カ
リ
フ
位
に
つ
い
て
お
り
、
彼
等
が
世
界
を
保
持
し
て
い
た
～
世
紀
は
、
預
言

者
の
治
世
と
の
近
さ
と
、
預
雷
者
の
奇
跡
（
日
郎
、
昔
似
け
）
の
影
響
か
ら
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
》
号
ヨ
の
時
代
か
ら
未
来
永
劫
、
彼
等
の
あ
の
一

世
紀
は
、
世
紀
の
驚
異
や
時
代
の
珍
奇
の
中
で
、
世
界
の
世
紀
や
時
代
の
最
初
で
最
後
の
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
、
彼
等
の
行
動
は
、
大
な
り
小

な
り
預
言
者
の
ス
ン
ナ
に
従
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
…
中
略
…
し
か
し
、
．
d
ヨ
揖
斐
訂
窟
げ
と
、
d
夢
讐
碧
と
、
》
群
は
狂
信
者
や
不
遜
な
者
達
の
手

に
よ
っ
て
殉
教
さ
せ
ら
れ
た
。
彼
等
以
外
の
イ
ス
ラ
ム
の
カ
リ
フ
や
君
主
達
の
誰
に
も
、
あ
の
よ
う
な
生
活
の
ま
ま
統
治
を
行
っ
た
り
、
自
ら
を
預
言
者

の
ス
ン
ナ
に
従
っ
た
生
活
の
必
要
事
項
の
申
に
置
く
こ
と
と
共
に
は
、
カ
リ
フ
職
や
統
治
の
執
行
は
生
じ
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。



Eatdiwdi－yi　Jahanddi・tV）イ列　（二宮）一四世紀インド・イスラム世界の君主論

　
　
な
ぜ
な
ら
、
世
界
は
悪
魔
の
よ
う
な
性
質
や
野
獣
の
よ
う
な
気
性
の
者
達
、
野
蛮
で
陣
猛
な
者
達
に
満
ち
て
い
る
か
ら
で
、
威
圧
的
で
強
圧
的
な
鴛
主
達

　
　
の
威
厳
や
威
嚇
な
し
に
は
、
彼
等
に
対
し
て
指
揮
官
や
命
令
者
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
成
就
し
な
い
の
で
あ
る
［
勾
旨
一
ト
。
①
高
］

　
こ
こ
で
は
、
正
統
カ
リ
フ
の
質
素
な
生
活
は
ζ
昏
鋤
三
日
巴
の
奇
跡
の
影
響
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
鼠
昌
鋤
日
ヨ
巴
の
時
代

か
ら
遠
く
隔
た
り
、
卑
し
い
性
質
の
者
達
が
多
い
自
分
達
の
時
代
で
は
、
威
圧
や
権
力
誇
示
を
行
わ
な
け
れ
ば
統
治
は
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。
こ
の
挿
話
に
お
い
て
も
、
ζ
魁
B
雪
が
生
活
を
改
め
な
か
っ
た
結
果
、
一
年
後
に
は
人
々
は
堕
落
し
、
各
地
で
反
乱

が
起
き
、
税
収
は
減
少
し
、
軍
は
分
裂
し
、
異
端
者
達
が
は
び
こ
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ζ
鱒
”
臼
冒
は
ワ
ジ
ー
ル
の
言
葉
通
り
元

の
生
活
に
戻
り
、
権
力
を
駆
使
し
て
よ
う
や
く
国
を
元
の
状
態
に
戻
す
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る
［
岡
旨
一
N
。
。
る
O
］
。
竃
餌
、
旨
冒
の
時
代
で

さ
え
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
の
だ
か
ら
、
ゆ
Q
鑓
嵩
の
時
代
に
お
い
て
良
い
統
治
を
行
い
君
主
と
し
て
の
義
務
を
果
た
す
た
め
に
は
、
贅
沢

な
生
活
な
ど
に
よ
る
権
力
誇
示
は
碧
主
に
と
っ
て
必
須
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
国
に
お
い
て
は
、
統
治
と
信
仰
は
鋭
く
対
立
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
理
想
の
君
主
の
状
態
は
そ
れ
ら
の
両
立
で
あ
る
と
さ
れ

な
が
ら
も
、
現
実
に
は
そ
の
実
行
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
結
果
的
に
、
豪
奢
な
生
活
を
し
、
シ
ャ
リ
ー
ア
に
従
わ
ず

に
自
ら
の
判
断
で
政
治
を
行
っ
て
い
る
現
実
の
君
主
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
切
窪
q
鵠
は
ま
た
、
人
間
に
と
っ

て
本
来
必
要
な
の
は
信
仰
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
統
治
は
神
の
性
質
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
君
主
の
威
光
を
高
め
る
よ
う
な
表

現
を
用
い
て
い
る
。
統
治
よ
り
信
仰
に
重
き
を
置
く
価
値
観
は
属
窯
や
U
ゲ
ζ
な
ど
の
ス
ー
フ
ィ
ー
達
に
近
い
が
、
こ
の
よ
う
な
b
d
p
㌶
巳
の

考
え
方
は
、
あ
く
ま
で
も
シ
ャ
リ
ー
ア
に
則
っ
た
政
治
を
求
め
る
ス
ー
フ
ィ
ー
達
と
は
一
線
を
画
し
た
、
宮
廷
人
独
特
の
も
の
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。

　
①
一
般
に
は
O
ぞ
倒
寧
U
冒
b
d
費
⇔
艮
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
入
は
作
申
　
　
懸
導
N
ミ
向
ミ
鷺
揖
黄
客
睾
U
①
転
し
り
O
O
と
し
て
英
訳
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
で
は
樹
旨
b
d
遠
軽
回
と
称
し
て
い
る
『
擾
乱
冒
同
ω
…
P
①
O
卜
。
他
］
。
ま
た
、
　
　
　
　
こ
の
訳
は
同
～
内
容
の
繰
り
返
し
や
挿
話
な
ど
、
訳
者
が
不
要
と
判
断
し
た
部
分

　
　
彼
は
同
℃
ω
執
筆
当
時
、
自
ら
を
七
四
才
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
胃
鳴
ψ
雪
ω
］
。
　
　
　
　
の
訳
が
し
ば
し
ば
省
略
さ
れ
て
お
り
不
完
全
で
あ
る
。
し
d
葭
雪
H
の
生
涯
や
作
品

　
　
な
お
、
閃
｝
は
出
四
宝
ダ
鼠
；
俸
ω
鋤
躍
ヨ
囚
冨
P
＞
’
d
ご
§
馬
ざ
N
ミ
§
N
§
魯
壱
駄
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
は
、
↓
同
ω
の
他
、
碧
し
u
霞
二
巴
、
片
角
箆
ざ
℃
こ
撃
§
爵
浅
駄97　（221）



　
さ
ミ
馬
§
N
§
ミ
麟
H
9
同
」
口
累
Φ
妄
O
Φ
貯
飴
巳
鶏
（
『
［
．
崔
ぴ
．
6
①
O
）
冨
費
を
］

　
等
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
デ
リ
ー
・
サ
ル
タ
ナ
ト
期
の
イ
ン
ド
の
政
治
史
に
関
し

　
て
は
、
冒
。
冨
o
P
℃
‘
§
鴨
b
畿
ミ
忠
N
§
ミ
黄
○
拶
ヨ
げ
【
凱
σ
q
ρ
一
〇
り
⑩
［
冒
。
犀
ω
o
菖

　
が
包
括
的
で
有
用
で
あ
る
。
そ
の
他
、
類
ぎ
r
》
‘
出
N
・
鎚
識
靱
§
馬
さ
ミ
轟
駄

　
導
恥
守
さ
－
象
貯
§
導
き
、
民
＜
9
．
卜
σ
“
ピ
。
凱
①
P
一
り
り
刈
、
◎
葺
⑦
ω
江
－
門
頃
‘
§
恥

　
毎
辱
き
§
§
翫
§
ミ
§
い
ミ
馬
§
§
駄
b
簿
黄
野
鎚
。
窯
博
一
㊤
α
c
。
等
を
参
照
。

②
頃
貴
を
は
閃
』
と
日
同
ω
の
関
連
性
を
指
摘
し
、
工
は
日
閃
ω
の
中
に
込
め
ら

　
れ
た
教
訓
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
［
頃
費
縣
膜
卜
⊃
呂
、
閃
｝
に
見
え
る

　
霜
主
の
美
徳
が
日
同
ω
に
登
場
す
る
綱
々
の
多
多
像
に
影
響
し
て
い
る
例
を
挙
げ

　
て
い
る
冨
弾
翫
質
鱒
£
。
筆
者
は
駁
準
。
凱
団
の
見
解
や
、
彼
が
設
定
し
た
瘤
主
ご

　
と
の
テ
ー
マ
に
異
論
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
閏
震
音
の
説
は
b
d
騨
鑓
目
の

　
描
い
た
霜
主
像
と
ゆ
ゆ
冨
議
以
外
の
者
達
の
そ
れ
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

　
て
さ
ら
に
説
得
力
を
持
ち
う
る
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
の
研
究
に
は
そ

　
の
作
業
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、

　
ゆ
碧
墜
回
の
描
く
ゆ
臥
筈
磐
像
は
反
逆
者
に
対
し
苛
烈
な
処
罰
を
行
っ
た
と
い
う

　
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
冒
鳴
ω
H
軽
メ
。
。
♪
㊤
ド
一
〇
〇
。
］
、
ゆ
舞
鶏
肖
が
参

　
照
し
た
と
し
て
い
る
日
オ
で
は
胃
男
ω
“
鱒
O
－
昌
、
b
d
巴
捗
碧
の
イ
ン
ド
人
に
対

　
す
る
厳
し
い
処
罰
に
つ
い
て
は
記
述
が
見
え
る
も
の
の
胃
穿
。
。
』
、
ム
ス
リ
ム

　
の
反
乱
者
達
と
は
和
解
を
行
っ
た
と
い
う
記
述
が
み
え
［
日
渚
刈
G
。
］
、
彼
が
特
に

　
厳
罰
を
旨
と
し
て
い
た
と
い
う
印
象
は
与
え
な
い
。

③
切
翫
び
き
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
小
型
の
鷹
の
意
を
持
つ
じ
σ
臥
聾
き

　
が
正
し
い
読
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
［
国
民
鉱
弩
嵩
O
］
［
智
。
訂
。
二
士
出
。

④
彼
の
父
方
の
お
じ
竃
塾
犀
．
≧
似
群
U
冒
も
デ
リ
ー
の
コ
ト
ワ
ー
ル
等
を
務
め

　
た
が
、
彼
は
君
主
で
あ
る
、
〉
鼠
群
U
冒
に
「
ワ
ジ
ー
ル
の
家
系
の
出
身
で
あ

　
る
扁
と
評
さ
れ
て
い
る
［
6
男
ω
u
b
。
N
N
卜
。
鼻
Q
。
“
b
。
鼻
P
卜
。
㎝
？
己
。

⑤
た
だ
し
、
彼
の
記
し
て
い
る
ス
ル
タ
ン
と
の
会
話
は
全
て
、
過
去
の
君
主
達
の

　
慣
習
を
述
べ
よ
と
い
う
ス
ル
タ
ン
の
問
い
に
著
者
が
答
え
る
と
い
う
形
を
取
っ
て

　
お
り
、
そ
の
答
え
は
さ
な
が
ら
事
跡
鑑
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
如
く
整
っ
た
、

　
教
訓
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
著
者
が
実
際
の
ス
ル
タ
ン
と
の
会
話
の
内
容

　
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
は
や
や
疑
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
一
五
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た
日
置
ω
餌
の
著
者
、
〉
霞
は
6
閃
ω
を
参
照
し
た
旨

　
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
時
代
に
は
日
男
ω
が
一
般
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

　
せ
る
［
日
閃
ω
費
N
り
］
。

⑦
デ
リ
ー
・
サ
ル
タ
ナ
ト
期
の
ス
ー
プ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
幻
言
芦
ω
・
〉
．
》
‘

　
出
§
ミ
遷
客
恥
§
ミ
§
奪
ミ
鼻
く
。
ピ
一
”
瓢
①
≦
∪
9
ぼ
口
㊤
c
。
ω
田
齢
潔
く
9
」
］
、

　
箆
Φ
日
‘
鉢
§
8
壁
ミ
い
邸
ミ
恥
ミ
註
守
§
鼻
く
。
ピ
N
累
Φ
惑
U
鮎
罫
一
り
。
。
ら
。
、
図
日
ω
F

　
Ω
≦
‘
田
§
ミ
N
O
ミ
§
劃
属
①
≦
欄
。
爵
曽
一
〇
8
冨
ヨ
ω
畠
、
U
固
≦
お
目
ρ
b
d
■
》
昌

　
O
竃
、
，
銭
鴨
電
撃
恥
ミ
㍊
い
辞
ミ
ミ
越
§
馬
浮
偽
硫
ミ
ミ
ミ
畠
禦
試
。
鼻
℃
価
3
餌
Ψ
同
り
刈
O

　
P
餌
≦
「
象
。
①
］
、
荒
松
雄
『
中
世
イ
ン
ド
の
権
力
と
宗
教
』
岩
波
害
店
、
ぢ
。
。
り

　
等
を
参
照
し
た
。
ス
ー
プ
イ
ズ
ム
一
般
に
関
し
て
は
↓
臥
5
ぎ
α
q
訂
β
旨
潤
こ
§
馬

　
い
ミ
桝
O
、
惑
鳶
豊
幌
ミ
欝
○
改
。
冠
－
目
⑩
認
［
6
臨
巳
μ
α
q
訂
日
一
、
ニ
コ
ル
ソ
ン
著
・

　
中
村
廠
治
郎
訳
『
イ
ス
ラ
ム
の
神
秘
主
義
』
平
凡
社
、
一
九
九
六
（
一
。
。
梓
．
謹
げ
■

　
一
㊤
竃
）
［
ニ
コ
ル
ソ
ン
］
、
井
筒
俊
彦
剛
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
勧
岩
波
書
店
、
　
～

　
九
七
五
等
を
参
照
し
た
。

⑧
じ
u
費
長
囲
は
↓
頃
ω
内
に
、
彼
が
教
え
を
受
け
た
り
、
知
己
で
あ
る
当
時
の
知

　
識
人
の
名
を
四
七
入
分
も
書
き
連
ね
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
名
前
は
ラ
カ
ブ
と
ニ

　
ス
バ
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
物
の
比
定
は
困
難
で
あ
る
［
日
義
ω
…
ω
O
貸
出
。

　
四
七
人
の
う
ち
、
六
人
が
カ
ー
デ
イ
ー
と
呼
ば
れ
、
残
り
の
四
一
人
は

　
ζ
p
≦
冗
長
い
う
尊
称
付
き
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
、
研
究
書
等
で
そ

　
の
名
前
と
事
績
が
確
認
で
き
た
の
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　
　
・
O
倒
曾
鳴
聾
聞
印
W
U
冒
嘲
罵
鴇
蝉
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
派
の
シ
ャ
イ
フ
閃
霞
a

　
　
　
動
肥
U
冒
（
一
一
刈
ω
＼
癖
　
o
「
　
一
一
刈
㎝
＼
①
1
目
卜
⊃
①
㎝
）
の
兄
弟
で
あ
る
客
蝉
胃
ぴ
艶
－
U
労
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窓
葺
睾
聾
心
二
の
弟
子
の
一
入
で
、
温
感
ヨ
9
r
り
冒
〉
鼠
蔓
餌
と
同
門

　
　
　
［
幻
詩
く
坤
＜
o
ド
H
”
δ
呂
。

　
　
．
ρ
蝋
曾
寓
嘗
α
q
ぼ
ひ
餌
7
∪
営
切
二
戸
韓
円
閏
ω
に
お
い
て
、
、
≧
倒
鋤
緊
∪
冒

　
　
　
竃
ロ
冨
§
ヨ
巴
と
唯
一
親
交
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ス
ル
タ
ン
か
ら
財
政
上
の

　
　
　
質
問
を
受
け
た
カ
ー
デ
イ
ー
胃
悶
ψ
邸
。
。
甲
㊤
Φ
］
。

　
　
．
ρ
似
脅
ζ
昌
覧
巴
6
冒
軍
器
冨
昌
肖
賭
尽
餌
旨
ゆ
歴
U
冒
》
記
ぞ
鯛
の
匪
巴
回
紗
。

　
　
　
、
〉
露
p
＝
）
冒
と
§
騨
ヨ
ヨ
践
に
よ
っ
て
ア
ワ
ド
の
カ
ー
デ
ィ
ー
に
任
命
さ
れ

　
　
　
た
舅
罫
5
＜
o
ピ
｝
芦
刈
？
昌
。

　
　
．
窯
9
≦
醇
畠
≦
＆
論
旨
7
∪
冒
℃
餌
．
…
　
蜜
愚
ヨ
帥
＝
）
冒
》
鼠
ぞ
似
の
弟
子
の

　
　
　
一
人
［
幻
齢
ゑ
く
。
「
財
嚢
出
。

　
　
・
「
笑
彦
山
r
U
冒
国
9
霧
四
≦
H
　
賭
博
爲
旨
蹟
ヅ
O
冒
〉
乱
ぞ
倒
の
写
巴
鳳
p
で
、

　
　
　
じ
d
露
浮
鎧
巴
’
∪
賢
O
冨
昌
げ
の
妻
の
兄
弟
冨
乏
い
π
一
A
ω
］
［
智
。
訂
。
巨
一
〇
。
O
］
。

　
　
・
ζ
餌
譲
田
鼠
ω
冨
ヨ
ω
四
γ
U
首
吋
帥
ξ
餌
宗
愚
ヨ
蝉
7
∪
冒
〉
記
蔓
倒
の
最
年
長

　
　
　
の
弟
子
の
一
入
で
犀
訂
鼠
田
［
幻
置
≦
〈
o
＝
二
刈
昌
［
国
田
ω
け
隠
伊
同
譜
甲

　
　
　
一
象
］
。

　
　
・
O
畳
H
ω
訂
ヨ
ω
餌
＝
）
冒
囚
叫
讐
帥
a
嵩
　
ク
ブ
ラ
ウ
ィ
ー
派
の
分
派
で
あ
る
フ

　
　
　
ィ
ル
ド
ゥ
ー
ス
ィ
i
派
の
シ
ャ
イ
フ
、
ω
冨
冨
｛
四
目
σ
冒
（
α
．
一
ω
c
。
回
）
の
弟

　
　
　
子
。
チ
ャ
ウ
サ
の
行
政
宮
［
男
樹
≦
く
。
別
ど
ト
。
心
O
］
。

　
　
・
竃
四
≦
賊
畠
、
目
日
餌
7
∪
冒
　
ム
ル
タ
ン
に
根
拠
を
お
い
た
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ

　
　
　
ィ
ー
派
の
シ
ャ
イ
フ
し
d
導
鯛
即
7
∪
冒
N
舞
費
H
愚
（
一
一
〇
。
卜
⊃
＼
も
。
∴
b
⊃
①
卜
。
）
の
孫
。

⑨
切
望
昼
鼠
は
国
策
会
議
（
要
砦
ω
高
話
、
罵
）
に
ナ
デ
ィ
ー
ム
を
参
加
さ
せ
る
こ
と

　
を
禁
じ
て
い
る
が
、
↓
男
ω
に
お
い
て
b
ヴ
曽
類
質
の
自
身
の
経
験
と
し
て
記
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
現
実
に
は
ナ
デ
イ
ー
ム
が
政
治
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が

　
窺
わ
れ
る
冒
楠
ω
①
］
。
な
お
、
デ
リ
ー
・
サ
ル
タ
ナ
ト
に
先
行
す
る
王
朝
で
あ

　
る
ガ
ズ
ナ
朝
に
お
い
て
ナ
デ
イ
ー
ム
が
果
た
し
た
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
は
、
稲

　
葉
者
「
ガ
ズ
ナ
朝
の
ナ
デ
ィ
ー
ム
」
『
東
方
学
』
八
九
、
～
九
九
五
参
照
。

⑩
国
の
こ
の
章
は
、
円
切
ω
に
見
ら
れ
る
ハ
ル
ジ
ー
朝
の
・
〉
『
ゆ
r
U
冒
の
経
済

　
政
策
の
記
述
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
［
日
閃
ψ
ω
O
卜
）
∴
。
。
日
。
そ
こ

　
で
は
、
。
〉
莚
寧
∪
冒
が
、
対
モ
ン
ゴ
ル
戦
の
兵
力
を
確
保
す
る
た
め
に
経
済
政

　
策
に
乗
り
出
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
穀
物
か
ら
奴
隷
に
至
る
ま
で
の
商
品
の
公
定

　
価
格
の
制
定
、
デ
リ
ー
へ
の
穀
物
の
集
積
、
商
人
等
の
管
理
等
の
方
針
と
、
そ
の

　
た
め
に
費
≦
習
あ
ユ
愚
ω
舞
を
設
置
し
た
こ
と
、
グ
ラ
ー
ム
を
用
い
て
公
定
価
格

　
が
守
ら
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
た
こ
と
な
ど
、
実
際
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
．
〉
ド
節
｝
・
U
ぎ
の
経
済
政
策
に
関
し
て
は
、

　
鎖
四
ぴ
ぴ
』
」
国
o
o
昌
。
ヨ
δ
潤
置
8
曼
。
｛
夢
㊦
U
Φ
幽
界
ω
巴
口
跨
象
①
甲
§
ミ
ミ
u
顛
嘱
§
・
帯
ミ

　
肉
き
貯
欝
《
お
刈
メ
づ
9
卜
3
0
Q
相
馳
ω
O
ρ
賦
①
ヨ
．
》
↓
7
①
勺
鼠
。
Φ
刃
Φ
σ
q
¢
一
勲
忽
。
屋
。
｛

　
5
ミ
環
鳥
目
賓
固
ず
舜
。
凝
メ
§
§
田
鼠
ら
§
o
ミ
時
亀
嵩
駄
恥
。
鉱
ミ
即
日
。
、
冒
肉
Q
ミ
貼
墨
卜
⊃
劃

　
旧
り
。
。
鼻
も
や
G
。
Φ
。
。
－
禽
癖
を
参
照
。

⑪
ω
罷
窪
ρ
旦
H
．
拝
ω
。
。
巨
ζ
o
親
出
ぎ
簿
Φ
U
巴
証
G
o
巳
け
爵
葺
ρ
ヨ
H
．

　
慶
露
σ
（
＆
．
）
▼
§
§
§
N
営
ミ
』
“
客
①
ぞ
∪
討
議
一
り
O
伊
署
』
b
。
－
鼻
。
。
参
照
。

⑫
b
d
碧
鴛
目
は
、
ガ
ズ
ナ
朝
の
君
主
ζ
魯
日
巳
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
で
、
ヒ
ン

　
ド
ゥ
i
教
徒
か
ら
の
ジ
ズ
ヤ
の
徴
収
を
認
め
ず
、
門
改
宗
か
死
か
」
の
教
え
に
従

　
い
ジ
ハ
ー
ド
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
密
脚
一
。
。
］
。
し
か
し
実
際
は
、
窓
接
耳
巳

　
は
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
を
最
も
援
助
し
て
い
た
（
b
d
o
ω
≦
o
簿
芦
Ω
国
．
甲
§
鳴
O
ぎ
§
黛

　
鼠
｝
δ
唱
ピ
し
d
四
手
ρ
一
り
刈
ω
（
一
。
・
偉
も
信
げ
．
6
①
○
。
γ
題
．
一
目
や
O
“
嵩
？
Q
。
）
。
な
お
、

　
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
は
蝉
7
0
¢
鴇
醸
昌
に
よ
っ
て
「
ス
ー
フ
ィ
ー
の
マ
ズ
ハ
ブ
」

　
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
㌶
費
α
q
雪
辱
ζ
頃
日
ヨ
信
9
ω
ロ
ゆ
○
お
四
日
目
讐
6
霧
睾
匹

　
ω
［
毎
0
9
「
⑦
ω
o
｛
諺
¢
昏
。
藁
団
ぎ
《
①
餅
Φ
く
翫
客
富
げ
巷
竃
甲
討
咋
Q
ミ
ミ
賊
§
ミ
魯
§
ぎ
ミ

　
駄
奪
合
匙
笥
恥
ミ
ミ
響
胴
ρ
一
り
り
♪
も
唱
■
仁
卜
。
『
1
昏
料
卜
σ
巳
）

⑬
昼
と
夜
を
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
冨
ω
に
分
け
、
政
治
を
行
う
時
間
と
個
人
的
娯
楽

　
に
当
て
る
時
間
を
定
め
る
と
い
う
も
の
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
時
間
の
単
位
に
関
し

　
て
は
、
間
野
英
二
『
バ
ー
ブ
ル
・
ナ
ー
マ
の
研
究
皿
　
訳
注
翫
松
香
堂
、
　
一
九
九
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八
、
四
六
四
頁
参
照
。

⑭
例
え
ば
↓
閃
ω
で
は
、
註
．
⑩
に
挙
げ
た
経
済
政
策
に
お
け
る
「
公
定
価
格
を
定

　
め
る
偏
「
商
人
の
不
正
を
取
り
締
ま
る
」
等
の
方
針
が
総
則
（
盆
蕊
貫
）
と
呼
ば

　
れ
て
い
る
胃
頃
9
ω
O
卜
⊃
ふ
］
。

⑮
蛸
旨
げ
に
み
ら
れ
た
「
正
し
い
意
図
（
⇔
ぞ
讐
）
」
と
雪
葉
は
似
て
い
る
が
、
全

　
く
別
の
概
念
で
あ
る
。
対
立
す
る
性
質
と
さ
れ
て
い
る
の
は
横
暴
（
帥
ω
扇
げ
留
q
）

　
で
あ
り
、
自
ら
の
欲
望
を
押
し
通
す
の
で
は
な
く
、
宗
教
の
た
め
に
確
固
と
し
た

　
意
志
を
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
指
す
厨
旨
総
－
巴
。

⑯
こ
の
表
現
は
、
↓
鳴
ω
の
中
で
は
竃
昏
嵩
上
践
ぴ
．
ゴ
σ
Q
甑
¢
ρ
に
対
し
て
用
い

　
ら
れ
て
お
り
［
8
男
ω
一
望
ρ
鼻
露
甲
㎝
O
己
、
彼
は
「
相
対
す
る
諸
性
質
」
を
持
つ

　
て
い
た
と
も
さ
れ
て
い
る
［
円
閃
ψ
膳
⑩
昌
。
《
魯
四
ヨ
ヨ
巴
げ
．
↓
¢
σ
q
げ
置
ρ
に
関
し

　
て
は
［
幻
騨
巴
鋭
の
中
に
も
詳
し
い
描
写
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
彼
は

　
気
嚢
の
良
さ
［
国
騨
紘
騨
悼
心
○
。
凸
㎝
○
。
］
や
謙
虚
さ
［
国
岸
巴
響
N
Q
。
¢
日
よ
］
を
持
つ

　
と
同
時
に
、
ム
ス
リ
ム
を
多
く
殺
害
し
た
人
物
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
複

　
雑
な
人
物
像
が
窺
え
る
［
兼
学
p
訂
π
N
⑩
㌣
ω
一
出
。
じ
d
碧
き
H
は
窓
島
帥
露
ヨ
編
目

　
↓
轟
巨
富
が
ム
ス
リ
ム
を
多
く
殺
害
し
た
こ
と
に
対
し
否
定
的
で
あ
り
柔
物
ω
“

　
み
O
P
心
象
－
ρ
魁
謡
－
巴
、
恐
ら
く
窓
魯
帥
ヨ
ヨ
巴
げ
．
↓
蕗
匡
お
は
「
相
対
す
る
諦

　
性
質
」
を
持
っ
て
い
た
も
の
の
、
後
述
す
る
「
性
質
の
使
い
分
け
」
を
誤
っ
た
と

　
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

⑰
U
げ
ζ
に
は
、
「
君
主
は
地
上
に
お
い
て
神
（
冨
ρ
ρ
）
の
代
理
人
（
鼠
、
帥
ぴ
）
に

　
し
て
選
ば
れ
た
る
者
で
あ
り
、
神
の
陰
、
神
（
冨
7
導
雪
）
の
代
理
（
写
巴
H
ε

　
で
あ
る
ロ
）
《
”
卜
。
q
O
］
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
ま
た
、
一
二
世
紀
に
害
か
れ

　
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
篇
竃
卜
⊃
は
、
す
で
に
君
主
を
「
神
の
代
理
人
（
犀
冨
窯
甲

　
立
山
含
留
）
」
と
表
現
し
て
い
る
冒
ζ
卜
。
芦
G
。
昌
。

⑱
ζ
顛
評
訂
富
ρ
鼠
す
壽
山
ぎ
。
コ
ー
ラ
ン
に
そ
の
ま
ま
の
表
現
は
な
く
、
五
「
章

　
四
九
節
が
最
も
近
い
内
容
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。

⑲
日
閨
ω
に
は
、
当
陣
一
般
に
流
通
し
て
い
た
以
下
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
が
列
挙

　
さ
れ
て
い
る
［
円
男
ω
”
ω
鉢
①
】
。
〉
ぴ
幽
日
悶
研
げ
暗
ζ
目
算
」
◎
ミ
ミ
ー
ゆ
黛
ミ
映
餌
緊

　
O
げ
自
似
戸
§
鳥
ミ
欄
．
＄
葛
ミ
ミ
も
ミ
（
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ペ
ル
シ
ア
語
訳
）
、
ω
謀
訂
げ

　
巴
む
冒
艶
・
ω
蔦
訂
鋤
ぞ
践
紳
》
》
建
ミ
駄
葛
ト
さ
ざ
強
　
跳
－
口
ε
芝
⇒
団
甲
慾
心
打
ミ
ー

　
§
鷺
鐵
隅
ω
ざ
時
げ
－
一
日
魁
鍵
毎
｛
（
特
定
で
き
ず
）
、
ρ
堅
甲
《
員
ミ
沁
慧
ミ
、

　
窯
ε
ヨ
葭
。
r
U
冒
圃
習
が
ミ
℃
鷲
蹴
犠
N
歳
冒
へ
　
、
〉
団
目
篭
ゆ
危
讐
国
餌
ヨ
往
冒
」
蹟
N
・

　
罫
幽
幽
、
◎
似
曾
聖
職
ヨ
鼠
鋤
r
U
謬
堵
蝋
σ
q
p
乏
H
押
入
織
接
写
、
魯
起
鳥
酒
ミ
罎
幽
註
．
（
散
逸
。

　
［
国
旨
ω
π
圏
。
。
］
を
参
照
）
、
〉
葺
疑
酒
器
戸
掛
§
競
魁
津
、
斜
、

⑳
竃
H
の
中
で
は
、
内
径
は
「
神
の
代
理
」
で
あ
る
か
ら
、
神
と
同
様
の
性
質
を

　
持
つ
「
神
の
本
質
と
性
質
の
写
し
（
、
餌
開
し
陰
、
一
住
7
似
［
≦
僧
ω
一
｛
似
マ
一
閥
げ
β
伍
餌
芝
麟
口
気
鴎
）
を

　
付
与
さ
れ
た
」
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
［
《
り
心
H
卜
σ
］
。
い
曽
ヨ
げ
8
p
は
、
こ
の

　
よ
う
な
霧
主
の
絶
対
化
を
シ
ー
イ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
て
い
る
が
（
ゼ
弾
騨
び
8
P

　
》
．
鍔
ω
こ
O
臥
。
。
o
窃
δ
象
雲
。
蕊
8
傷
①
ω
曽
勲
ミ
き
加
ミ
証
ミ
▼
鈎
一
⑩
窃
ρ
℃
や

　
蕊
甲
蒔
O
）
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
H
げ
⇒
山
甲
、
》
鎚
寓
と
そ
の
弟
子
達
の
思
想
や
完
全
人
間
論
に
隠
し
て
は
以
下
の

　
文
献
を
参
照
し
た
。
H
目
［
。
。
F
日
．
u
防
§
ミ
§
賊
§
駐
貫
↓
。
ξ
P
H
Φ
c
。
G
。

　
［
同
N
葺
ω
呂
、
6
舞
Φ
ω
置
寅
ζ
．
曽
き
嵩
寓
ミ
富
げ
§
免
。
遷
駄
琳
貯
諭
慧
g
さ
δ
§
駄

　
駐
℃
貯
亀
営
尊
覧
勢
§
望
駄
二
曲
§
尋
§
ミ
寒
ひ
↓
o
ξ
ρ
6
0
。
刈
　
胃
弾
弊
Φ
。
・
臣
邑
、

　
竹
下
政
孝
「
『
叡
知
の
宝
石
』
（
M
り
庸
の
繍
ω
帥
一
一
｝
由
幽
労
偽
欝
）
に
見
ら
れ
る
イ
ブ
ン
隠
ア

　
ラ
ビ
ー
の
「
完
全
入
間
」
」
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
二
五
1
　
、
一
九
八
二
、
七
三
－
八

　
六
頁
［
竹
下
］
、
東
長
靖
「
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
に
お
け
る
ア
ッ
ラ
ー
の
至
高

　
性
に
つ
い
て
ー
ア
ブ
ド
ゥ
ル
カ
リ
ー
ム
・
ジ
ー
リ
ー
の
存
在
論
と
完
全
人
間

　
論
」
『
超
越
と
神
秘
－
中
国
、
イ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想
世
界
臨
大
明
堂
、

　
一
九
九
四
、
二
七
五
…
二
九
〇
頁
［
東
長
］
。
H
げ
昌
群
．
〉
養
窪
自
身
は
「
完
全
入

　
間
」
と
い
う
用
語
を
自
著
の
中
で
数
回
し
か
用
い
て
お
ら
ず
、
こ
の
畳
語
を
定
着

　
さ
せ
た
の
は
、
彼
の
思
想
の
流
れ
を
汲
む
「
存
在
一
性
論
学
派
偏
の
入
寮
で
あ
る
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と
い
う
［
竹
下
野
鳥
早
舞
①
路
一
蚕
畠
］
。
な
お
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
H
野
暗

　
．
》
舜
欝
の
思
想
の
初
期
の
受
容
に
関
す
る
博
論
と
し
て
峯
鑓
ヨ
到
溶
■
〉
’
甲

　
ω
7
爵
『
7
窯
虞
ゲ
明
白
・
U
貯
H
げ
ゆ
．
〉
ヨ
鐸
建
「
国
ぎ
目
口
ω
薮
P
b
嚇
母
、
書
ド
6
㎝
ρ
℃
℃
■

　
り
幽
伊
が
あ
る
。

⑫
　
理
論
上
、
君
主
が
稲
対
す
る
性
質
を
完
全
に
備
え
た
場
合
、
王
権
と
は
決
し
て

　
両
立
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
不
正
や
餌
雪
三
ヨ
ヨ
跨
を
も
君
主
が
保
持
し
て
し
ま

　
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
し
d
匹
田
臼
は
「
生
来
の
も
の

　
（
旨
寓
貯
と
と
い
う
概
念
を
爾
い
、
「
も
し
、
主
人
で
あ
り
命
令
者
で
あ
る
帝
王

　
の
中
に
お
い
て
、
公
正
の
性
質
が
生
来
の
も
の
（
葛
一
結
）
で
あ
っ
た
な
ら
、
ど

　
ん
な
時
、
状
態
に
お
い
て
も
、
彼
か
ら
不
正
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
［
閃
旨
謡
］
」

　
と
述
べ
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
園
っ
て
い
る
。
別
の
箇
所
で
じ
σ
帥
欝
旨
は
、
公
正

　
さ
と
．
ロ
訂
下
闇
白
田
は
嵩
置
が
生
来
備
え
て
い
る
べ
き
徳
だ
と
述
べ
て
お
り

　
［
閃
辱
①
O
山
O
］
、
こ
れ
に
よ
っ
て
理
想
の
君
主
が
不
正
や
卑
し
さ
を
持
つ
可
能

　
性
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
「
に
お
い
て
は
、
「
人
は
他
入
に
対
し
不
正

　
を
行
う
が
、
神
は
人
に
不
正
を
行
わ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
『
国
①
ω
］
。

⑳
　
盤
号
と
同
様
、
神
秘
主
義
思
想
の
中
で
用
い
ら
れ
る
聖
者
達
の
位
階
だ
が
、

　
そ
の
高
さ
や
人
数
に
関
し
て
は
思
想
家
達
の
閏
で
相
違
が
あ
る
［
↓
ユ
ヨ
ぎ
σ
q
訂
鍵

　
一
①
心
－
巴
［
ニ
コ
ル
ソ
ン
一
一
α
り
｝
。

⑳
　
例
え
ば
b
ご
縮
写
昌
は
、
．
〉
猷
群
H
）
欝
時
代
の
デ
リ
ー
の
繁
栄
を
蜜
鼠
ヨ
寧
O
営

　
等
三
人
の
シ
ャ
イ
フ
の
徳
に
帰
し
て
い
る
［
日
閃
ψ
ω
畦
幽
］
。
ま
た
↓
男
ω
餌
に

　
お
い
て
は
、
当
時
の
高
名
な
シ
ャ
イ
フ
達
が
男
冒
q
N
ω
7
群
が
将
来
富
国
に
な
る

　
と
予
言
し
た
と
い
う
挿
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
［
日
国
ω
費
培
ら
】
。
な
お
、
当
時

　
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
シ
ャ
イ
フ
の
権
威
に
つ
い
て
扱
っ
た
論
文
に
臣
α
Q
げ
メ
ω
‘

　
↓
ぴ
Φ
ω
¢
訟
ω
訂
鴇
ゲ
節
巳
浮
①
ω
土
筆
舅
諺
O
o
邑
葺
。
｛
Ω
鋤
ぎ
ω
8
》
三
8
降
団

　
ぎ
鼠
Φ
象
Φ
〈
巴
冒
岳
鎖
寄
§
“
b
o
o
Q
闇
一
〇
Φ
ρ
箸
．
刈
一
－
○
。
困
が
あ
る
。

⑳
旧
約
聖
書
に
お
い
て
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
第
三
子
と
さ
れ
て
い
る
セ
ツ
。

⑳
巴
讐
に
見
ら
れ
る
記
述
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
〉
留
ヨ
ー
平
安

　
あ
れ
一
に
は
多
く
の
息
子
達
が
い
た
が
、
》
痛
快
は
そ
の
中
か
ら
二
人
を
選
び

　
出
し
た
。
一
人
は
ω
訂
三
一
平
安
あ
れ
一
で
あ
り
、
彼
は
預
言
者
で
、
宗
教
、

　
神
へ
の
服
従
、
敬
度
さ
、
知
識
、
神
の
崇
拝
を
守
る
た
め
に
来
世
の
仕
事
に
任
命

　
さ
れ
、
仕
事
を
行
い
、
入
々
に
正
し
い
道
を
示
す
よ
う
に
四
四
〇
の
本
が
彼
に
下

　
さ
れ
た
。
囚
還
q
ヨ
費
爵
は
、
人
々
を
守
り
、
世
界
を
繁
栄
さ
せ
、
舞
々
を
集
め

　
る
た
め
に
現
世
の
仕
事
に
任
命
さ
れ
た
［
餌
魯
げ
”
①
－
Σ
」
。

　
　
こ
れ
と
ほ
ぼ
岡
様
の
記
述
が
冒
竃
卜
⊃
”
c
。
腎
。
。
］
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
挿
話

　
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
宗
教
1
1
預
言
者
と
離
郷
は
、
そ
の
最
初
の
人
物
が
兄
弟
で
、

　
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
立
場
に
対
応
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

　
彼
等
の
間
の
優
劣
と
い
っ
た
考
え
方
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
U
げ
竃
に

　
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
預
託
者
と
君
主
の
対
比
で
は
、
男
｝
と
極
め
て
よ
く
似
た

　
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
回
母
ヨ
ー
平
安
あ
れ
一
の
高
貴
な
存
在
に
は

　
二
つ
の
位
（
ヨ
欝
雛
げ
）
の
総
体
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
預
言
者
の
位
で
あ
り
、
二

　
つ
目
は
園
主
の
位
で
あ
る
。
欲
望
や
傲
慢
や
怒
り
に
よ
る
支
配
や
そ
の
所
有
は
預

　
言
者
の
位
に
は
生
じ
な
い
の
で
、
必
然
的
に
、
こ
の
位
の
本
質
は
敬
慶
な
個
人
や

　
清
浄
な
人
々
－
彼
等
全
て
に
祝
編
と
平
安
あ
れ
一
に
し
か
生
じ
る
こ
と
は
な

　
か
っ
た
。
し
か
し
、
君
主
や
行
政
宮
（
冨
賦
ヨ
）
の
位
は
欲
望
や
傲
慢
の
所
有
に

　
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
人
々
の
迷
い
や
過
ち
の
原
因
で
あ
る
こ

　
れ
ら
二
つ
の
得
む
べ
き
本
質
は
、
こ
の
位
か
ら
大
き
な
快
楽
を
得
ら
れ
る

　
門
U
げ
ζ
一
b
Ω
ト
っ
昌
」
。

　
　
こ
の
下
り
に
は
二
月
の
兄
弟
は
登
場
せ
ず
、
彼
等
の
父
と
さ
れ
て
い
た
瞬
薮
ヨ

　
が
口
書
者
と
君
主
と
い
う
二
つ
の
位
を
1
人
で
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
、

　
そ
の
後
に
預
君
者
位
と
君
主
位
の
差
違
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
結
論
と
そ
の
理
由

　
は
悶
一
と
同
じ
で
、
預
雷
者
位
は
、
過
ち
や
不
正
と
結
び
つ
い
て
い
る
君
主
位
よ

　
り
上
位
に
遣
か
れ
て
い
る
。
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⑳
　
預
寮
費
盆
暮
餌
ヨ
臼
践
の
時
代
の
理
想
化
と
、
そ
の
正
統
カ
リ
フ
時
代
へ
の
影

　
響
に
関
す
る
記
述
は
、
厩
の
他
の
箇
所
に
も
散
見
さ
れ
る
［
厩
虞
O
山
蘇
守
9

　
一
ω
り
－
鼻
ρ
悼
○
。
α
よ
］
。
ま
た
、
窯
ζ
卜
⊃
に
も
、
正
統
カ
リ
フ
．
¢
ヨ
胃
時
代
を
理
想
化

し
、
さ
ら
に
同
時
代
の
人
々
の
腐
敗
か
ら
、
君
主
の
威
厳
（
7
躇
審
［
）
と
処
罰

（
5
。
一
愚
ω
障
）
の
必
要
性
を
説
く
記
述
が
あ
る
冒
一
構
憲
。
。
］
。
正
統
カ
リ
フ

．
¢
ヨ
碧
時
代
の
理
想
化
は
U
げ
竃
に
も
見
ら
れ
る
［
∪
ゲ
ζ
…
卜
。
お
］
。
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結

　
～
四
世
紀
イ
ン
ド
の
君
主
鑑
で
あ
る
哨
｝
の
君
主
論
は
、
統
治
術
の
面
で
は
特
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
徳
性
論
で
は
、
そ

れ
ま
で
の
君
主
鑑
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
徳
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
全
て
の
「
相
対
す
る
性
質
」
を
持
ち
、
信
仰
と
統
治
を
両
立
す
る
と
い
う
、
従

来
に
は
見
ら
れ
な
い
理
想
の
君
主
像
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
統
治
と
信
仰
が
対
立
さ
れ
、
理
想
の
君
主
に
そ
れ
ら
の
両
立
が
求
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
神
秘
主
義
思
想
が
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
現
世
の
権
力
者
で
あ
る
君
主
と
宗
教
に
関

す
る
こ
と
に
影
響
力
を
持
つ
シ
ャ
イ
フ
と
い
う
二
種
類
の
権
威
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
ゆ
鋤
国
軍
は
、
統
治
と
信
仰
を
両
立
さ
せ
る
理
想
の
君
主
を
、
神
秘
主
義
思
想
に
基
づ
く
理
想
の
人
間
像
ρ
幕
び
と
同
化
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
。
理
想
の
君
主
と
ρ
幕
げ
の
岡
一
化
は
、
世
俗
の
権
力
の
持
ち
主
で
あ
る
君
主
が
、
聖
者
達
の
長
で
あ
る
ρ
蒋
ぴ
と
し
て
宗
教
的
な

権
威
も
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
る
た
め
、
結
果
と
し
て
理
想
の
君
・
王
、
ひ
い
て
は
現
実
の
君
主
の
権
威
を
著
し
く
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。　

一
六
世
紀
、
ム
ガ
ル
朝
の
第
三
代
皇
帝
〉
巨
費
時
代
に
お
い
て
、
u
H
　
高
目
群
回
、
日
p
≦
督
象
H
賊
町
と
呼
ば
れ
る
思
想
運
動
が
興
り
、

》
犀
げ
碧
は
ρ
息
げ
と
同
一
視
さ
れ
た
が
［
題
ρ
息
び
］
［
近
藤
”
ω
蒔
①
］
、
こ
の
よ
う
な
君
主
観
の
端
緒
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
b
d
聖
p
鼠
の
思
想
の

よ
う
に
、
既
に
一
四
世
紀
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
b
d
9
蜀
昌
は
、
現
実
に
存
在
す
る
同
時
代
の
君
主
を
、
積
極
的
に
理

想
の
性
質
を
持
つ
者
と
し
て
肯
定
し
て
は
い
な
い
の
に
対
し
、
〉
諸
費
時
代
に
』
、
§
丸
郎
尊
ミ
焼
を
作
成
し
た
》
甑
群
閃
重
要
は
、
現
実
の
皇

帝
で
あ
る
》
犀
げ
聖
を
理
想
の
人
格
者
と
見
な
し
て
い
た
。
こ
の
違
い
が
い
か
な
る
時
代
背
景
の
差
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
著
者
の
個
人
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状
況
に
も
帰
さ
れ
る
も
の
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
君
主
論
の
み
な
ら
ず
、
一

二
⊥
二
世
紀
以
降
の
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
文
化
、
文
学
一
般
を
理
解
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
神
秘
主
義
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
神
秘
主
義
思
想
の
詳
細
な
研
究
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

①
国
曽
音
は
、
↓
男
ω
p
に
み
ら
れ
る
ヨ
雪
似
ρ
ぴ
、
ヨ
四
ρ
餌
ヨ
警
と
い
っ
た
語
が
、

　
ス
ー
フ
ィ
ー
文
献
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
冨
鉾
身
”

自
慢
］
。

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
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another　type　of　reader　existed．　They　read　many　books　1ike　other　readers，　but

they　also　wrote　books　about　their　own　thoughts　concerning　the　past．　For　four

individuals　using〈1伽iwa－Kozu　as　material　f6r　thehr　quests，　personal　context　as

weR　as　social　contexts　infiuenced　their　evaluation　of　IVaniwa－Kozu．　Two　or　three

of　them　valued　them　as　maps　drawn　in　£he　past　and　used　them　as　base　maps　for

their　own　thoughts，　while　an　other　person　criticized　them　and　made　original

Naniwa－Ko2u　showing　his　own　idea　for　Osaka　in　the　past．

“Mirror　for　Princes”　in　the　Fourteenth　Century　lslamic　lndia：

　　　　　　　　　　　　　AStudy　of　Fatδwdiづii　／ahdnddiri

by

NINOMIYA　Ayal〈o

　　“Mirror　for　Princes”　is　one　genre　of　medieval　European　literature　which

consists　of　advice　to　rulers　about　rujership　and　practicai　ethics，　and　this　name　is

applied　to　same　kind　of　literary　works　of　lslamic　world．　While　the　poljtical　and

practical　sides　of　mirror－type　works　have　been　used　in　many　studies　such　as　a

seiies　of　A．1〈．S．　Lambton’s　works，　the　ethical　side　of　these　works　has　Rot　been

studied　very　much．　The　ethical　ideas　of　Persian　mirrors　have　mainly　been

influenced　by　lranian　aRd　lslamic　thought．　The　former　element　is　much　stronger

in　the　works　of　secretaries　（1〈atib）　or　associates　of　nders　（nadfm）　and　the　latter　is

seen　in　the　safi’s　works．

　　The　aim　of　this　articie　is　to　show　the　image　of　the　ideal　ruler　in　Fatdiwa一一yi

ノ励伽面疹，ar【lirror－type　work　whtten　il　fourteenth　century　India　by　piya　al－DTn

Barani，毛he　author　of　the　famous　historical　work，：翫γ貌厄F歪矯2　S腋んi．　In

Fatawd－yi　Jaha－ndar∫，　BaranT　says　that　ideal　rulers　must　not　only　have　vh加es，　but

all　opposite　qualities　（aw＄af－i　mutaqdAda），　such　as　gentleness　and　severeness．

The　ideal　ruler　can　use　these　quaiities　in　the　proper　way　on　every　occasion，　so　he

can　govern　the　people，　who　have　some　part　of　these　opposite　qualities．　This　idea

is　strongly　influenced　by　lslamic　mystical　phlosophy，　especially　lbn　al一‘Arabi’s

theory　of　the　Perfect　Man　（insan　al－k2mll），　brought　to　lndia　by　the　latter　ha｝f　of

the　thirteenth　century．　And　the　ideal　ruler，　who　is　said　to　be　able　to　rule　with　the

simple玉ife　and　humbleness　of　the　worshipers，　is　iden面ed　with　qutb，　the　highest

6Rft　saint．　But，　at　the　same　time，　it　is　said　that　because　of　evit　people　and　change
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of　circumstances　from　the　time　of　the　prophet　Muljammad，　no　matter　how

competent　the　ruler　is，　he　cannot　rule　withou£　pomp　and　prestige．　ln　this　way，

BaranT，　as　an　associate　of　rulers，　a血ns　the　actual　condition，　which　is　far　from　the

ideal．

　　These　characteristics　show　tlte　strong　cultural　influence　of　mystical　philosophy

in　fourteenth　century　lndia，　the　social　ir｝fluence　of　＄afi　saints　as　the　source　of

authority，　and　the　growth　of　the　authority　of　rulers　coupled　with　religious

authority．

　　　　　　Transition　of　Yayoi　Pottery　through　the　Analysis　of　the　Uses

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUZUKI　Kaori

　　Yayoi　pottery　of　the　Kinai　district　uRderweRt　great　changes　between　the　middle

phase　and　the　late　phase．　This　paper　directs　its　attention　to　the　uses　and

fしmct沁ns　of　pottery，　and　ana玉yzes　which　parts　of　pottery　soot　and　carbo組zed

contents　stuck　to　and　how　the　shapes　of　Yayoi　pottery　（pots）　of　Kawachi　region

changed．　As　a　resuit，　it　caR　be　concluded　that　the　shapes　of　pottery　were　fixed　to

each　use　and　had　changed　to　bring　out　the　functional　dfferences　from　each

other，from　the　latter　middle　through　the　late　phase．　Therefore，　pottery　in　this

time　is　thought　to　change　under　the　influence　of　the　interaction　of　these　two

changes．　These　chaBges　headed　in　the　opposite　direction　from　which　Yayoi

pottery　had　taken　unt且then，　and　that　is出ought　to　reflect　the　dissolution　of　Yayoi

moated　settlements　and　the　changes　of　group　structures　which　were　among　the

great　changes　in　society　at　this　time．
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